


　だれもが暮らしやすく豊かなくまもとの実現をめざして

　本格的な少子高齢社会を迎える中、人々の価値観やライフ

スタイルの多様化も進み、年齢、性別、国籍、障害の有無を越え

て、だれもが一人の人間として尊重され、それぞれの個性が大

切にされる社会、すなわち、すべての人を視野にとらえたユニ

バーサルデザイン（ＵＤ）の理念に基づく環境づくりが様々な

分野で求められています。

　このガイドラインは、平成１４年２月に県が作成した「くま

もとユニバーサルデザイン振興指針」に基づいて、建物におけ

るＵＤを推進するため、設計の考え方、進め方、参考となる基

準等を示しています。

　また、「対話によるデザイン」、「さりげないデザイン」、「追い

求めるデザイン」という熊本でのＵＤの３つの基本姿勢に立

ち、建物づくりの計画段階からの利用者ニーズ把握のための

仕組みづくりを提案しています。

　建物づくりの一連のプロセスの中で利用者となる県民の皆

様の参加をお願いし、また、日常的な生活の中においても、Ｕ

Ｄの視点での積極的な提案をいただき、それらの体験や情報

の共有を図ることで、行政、企業（事業者）、県民の皆様との

パートナーシップによる持続可能なＵＤの推進が展開される

ことを期待しています。

　このガイドラインの活用を一つの契機として、県民の皆様

と、新たなＵＤの展開を進めて参りたいと考えています。

　このガイドラインの策定に当たり、貴重な御意見をいただ

きました公共的建築ユニバーサルデザイン策定委員会委員の

皆様をはじめ、県民の皆様に深く感謝申し上げます。

　　　平成１５年 ２月
　　　　　　　　　　　熊本県知事　潮　谷　義　子
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序章
だれもが暮らしやすく豊かなくまもとの実現をめざして

この章のポイント：
・ はじめに
・ このガイドラインの性格
・ 身近な建物のユニバーサルデザイン
・ ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の基本的な考え方

１　はじめに

　本県では、全国に比べ、高齢化が進んでおり、本
格的な少子高齢社会を迎えています。
　また、人々の価値観やライフスタイルの多様化
に伴って、子育てをしながら社会活動に参加する
人が更に増えていくことが予想されます。
　４人に１人が高齢者という社会では、建物の利
用者の多くが高齢者ということも考えられるた
め、年齢とともに低下する身体機能を感じさせな
い配慮や介護のしやすさに配慮した建物づくりが
必要となってきます。　　
　また、乳幼児や小さな子どもと一緒でも安心し
て使える建物が求められるともに、男女共同参画
社会を形成していくうえでは、男性でも乳幼児や
介護を必要とする人と一緒に行動する場合の配慮
が必要となってきます。
　ノーマライゼーション※1（normalization）の実現
に向けて、障害のある人もこれまで以上に社会活
動に参加しやすい建物づくりが求められます。
  多数の人が利用する建物は、高齢や障害のため
体の自由のきかない人、大きな荷物を持った人、妊
婦さん、乳幼児と一緒の人など様々な人の利用が
想定されます。多くの人が安心して社会活動に参
加でき、自らの力で毎日の生活を送ることができ
るよう、ＵＤによるまちづくりが求められていま
す。
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　高齢者、障害のある人、小さな子どもと一緒の人などにとって、外出先での使いやすいトイレの有無は、外出そ
のものを左右する問題といえます。外出先のトイレのニーズについて、次のような調査例があります。

高齢者とトイレ高齢者とトイレ高齢者とトイレ高齢者とトイレ高齢者とトイレ

　高齢者の外出に対する意識を「高齢者の日常生活に関する意
識調査（平成１１年総務庁調査）」でみると、外出に前向きな人が
大多数（調査では８割）を占めています。
　高齢者が使いやすいトイレを設置して欲しい建物は、病院、
駅、スーパーなど日常生活に密着した建物で要望が多いことが
わかります。

高齢者が外出先で使いやすいトイレを�
設置してほしい建物（複数回答）�

高齢者の外出時におけるトイレ利用に関するアンケート�
　　（平成11年／n=80）�
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身体障害者の外出時におけるトイレ利用に関するアンケート�
　　（平成11年／n=127）�
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　　（平成12年／n=190）�
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障害者とトイレ障害者とトイレ障害者とトイレ障害者とトイレ障害者とトイレ

　身体障害者が使いやすいトイレを設置して欲しい建物は、駅、
レストラン、デパートなど高齢者と同じように日常生活に身近
な建物で要望が多いことがわかります。
　また、トイレ設備については、オストメイト（人工肛門・人工膀
胱造設者）の排泄物処理のための設備や重度の障害者の着替え
のためのベッド等の設置の要望が多くなってきています。

乳幼児や子どもと一緒に使用するトイレ乳幼児や子どもと一緒に使用するトイレ乳幼児や子どもと一緒に使用するトイレ乳幼児や子どもと一緒に使用するトイレ乳幼児や子どもと一緒に使用するトイレ
乳幼児や子どもと一緒に外出する機会が増加していますが、
　「おむつ替えや授乳場所が欲しい」、
　「ベビーカーを置く場所があれば便利」、
　「２人以上の子どもと一緒でも安心して使えるスペースが欲
しい」、
　「親子連れは荷物が多いので荷物を置く台が必要」
　などの要望が多く寄せられています。
　調査では、駅、ファミリーレストラン、デパート、スーパー、
ファーストフード店などが外出先のおむつ替えや授乳で困っ
た場所として挙げられています。

出典：バリアフリーハンドブック
　　　（東陶機器㈱）

□トイレに関する多様な利用者ニーズ
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　ユニバーサルデザイン（ universal design ）と
は、年齢、性別、国籍（言語）や能力などに関係なく、
だれもが利用しやすい製品、建物、環境を最初か
らデザインすることを意味しています。また、情
報、サービスやコミュニケーションも含む「すべ
ての人が生活しやすい社会のデザイン」といった
広い概念として使われています。
　建物におけるＵＤでは、建物全体をだれもが
普通に利用できること、使い方の自由度が高い
こと、設備機器等の使い方が簡単ですぐわかる
こと、必要な情報がすぐ理解できること、うっか
りミスや危険につながらないデザインであるこ
と、無理な姿勢をとることなく、少ない力で楽に
使用できること、アクセスしやすいスペースと
大きさを確保することなどが求められます。　

２ このガイドラインの性格

 くまもとユニバーサルデザイン振興指針� 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての人のためのまちづくり� 
（１）�公共的施設・建築物� 
（２）�交通機関・施設� 
（３）�道路�（�歩車道�）� 
（４）�住まい� 
（５）�商空間（商店街等）� 
（６）�憩いの空間（公園等）� 
すべての人のためのもの（製品）づくり� 
 もの（ものの生産から流通・普及）� 
すべての人のための情報・サービスづくり� 
 （１）情報伝達� （２）サービス� （３）就業環境� 
すべての人のための意識づくり� 
 （１）普及啓発運動� （２）人材育成� 
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ン� 

　このガイドラインは、平成１４年２月に作成
した「くまもとユニバーサルデザイン振興指針」
を受け、公共施設をはじめ、多数の人が利用する
民間の建物について、ＵＤによる設計の進め方、
考え方、参考となる基準等を示しています。
　建物づくりの計画段階から、利用者の意見を
聴き、設計に活かしていくことを重視しており、
公共的な建物だけではなく、民間の建物でも、ま
た、規模の大きな建物だけではなく、日常的に利
用する身近な建物の計画でも十分活かすこと
ができます。
　ＵＤについては、今後とも更に研究が進み、利
用者ニーズの変化に応じて新たな考えが示さ
れていくものと思われます。
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　にぎわいのあるオープンカフェで過ごす時間は、
楽しいものです。バリアフリーが進み、車いすでの
利用が可能なお店が増えてきましたが、指定された
場所や特別な設備でしか利用できない場合、周囲が
気になり、楽しい時間を過ごすことができないこと
が考えられます。
　建物のバリアフリー化だけではなく、みんなが気
持ちよく利用するための配慮も必要となります。

３　身近な建物のユニバーサルデザイン（ＵＤ）
　ＵＤによる配慮は、日ごろ私たちが利用する日常的な施設で求められています。特別な設備を
設けることで解決するのではなく、いろいろな生活の場面を考え、建物の設計を工夫していくこ
とから始まります。

（（（（（３３３３３）））））車車車車車いいいいいすすすすすででででで喫喫喫喫喫茶茶茶茶茶店店店店店ににににに入入入入入れれれれれたたたたたけけけけけどどどどどなななななんんんんんだだだだだかかかかか落落落落落ちちちちち着着着着着かかかかかななななないいいいい

使い方の自由度が高いオープンカフェ(びぷれす熊日会館内)

（（（（（２２２２２）））））案案案案案内内内内内サササササイイイイインンンンンはははははあああああるるるるるけけけけけどどどどど、、、、、目目目目目的的的的的ののののの場場場場場所所所所所がががががわわわわわかかかかからららららななななないいいいい。。。。。

（（（（（１１１１１）））））扉扉扉扉扉ががががが重重重重重くくくくくててててて開開開開開かかかかかななななないいいいい。。。。。外外外外外ははははは雨雨雨雨雨。。。。。
　建物の出入口は、外部の気候変化の影響を低減
し、室内環境を一定に保つために気密性や遮水機能
が求められますが、だれもがスムーズに移動できる
よう配慮を行う必要があります、
出入口は、自動ドアとし、雨やどりや傘がさせるよ
うに大きな庇を設けるなどの配慮が必要です。

　案内サインはあるけど、見方が良くわからないと
いった経験はありませんか。建物内部の場所を知らせる
案内サイン、場所の方向を示す誘導サインなどの情報サ
インは、必要な情報を順序よく整理して、伝える内容や
方法を検討し、複雑な表現は避けるなどだれにでもわか
りやすく工夫する必要があります。
文字や絵による視覚情報サインだけでなく、音響案内や
点字情報サインなども検討する必要があります。 利用目的別に色分けされた、わかりやすいサイン

（運転免許センター）

雨天時も快適に利用できる玄関前屋外通路
(びぷれす熊日会館内)
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（（（（（４４４４４）））））右右右右右手手手手手ににににに赤赤赤赤赤ちちちちちゃゃゃゃゃんんんんん、、、、、左左左左左手手手手手ににににに荷荷荷荷荷物物物物物。。。。。トトトトトイイイイイレレレレレはははははどどどどどうううううしししししよよよよよううううう
　まち中には、乳幼児や小さい子どもと一緒のお父
さんやお母さんもいます。右手に赤ちゃん、左手に
大きな荷物、トイレはどうしようと困った経験はあ
りませんか。洗面所では、バックを小脇に手を洗う
光景を目にしますが、棚があれば、気持ちよく使う
ことができます。

　乳幼児と一緒に行動するとき必要なのが授乳や
おむつ替えができる部屋です。多くの人が利用する
建物では、安心して利用できる授乳室の設置が求め
られています。
　授乳室は、男性が利用することも考えて、母乳を
与える母親のプライバシーへの配慮が必要になり
ます。

（（（（（５５５５５）））））ミミミミミルルルルルクククククをををををあああああげげげげげたたたたたりりりりり、、、、、おおおおおむむむむむつつつつつををををを替替替替替えええええたたたたたいいいいいけけけけけどどどどど

　楽しいショッピングも長時間になると疲れてき
ます。「疲れ」を感じると買い物の意欲も失われてき
ます。楽しい時間を過ごすには、座りたいと思った
ときに、ゆっくりできる休憩スペースがあれば、楽
しいショッピングを続けることができるものです。

（（（（（６６６６６）））））疲疲疲疲疲れれれれれたたたたたととととときききききにににににゆゆゆゆゆっっっっっくくくくくりりりりりででででできききききるるるるる空空空空空間間間間間ををををを

授乳室の奥に設けられた個室(鶴屋百貨店東館)

休憩したくなるスペースの確保（びぷれす熊日会館）

洗面所に設けられたベビーシート（パレア）
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((((( １１１１１))))) サインに頼らない計画をサインに頼らない計画をサインに頼らない計画をサインに頼らない計画をサインに頼らない計画を

　体系的に整備された情報提供設備などによ
る優れたサイン計画はＵＤの観点から極めて
重要な要素となります。
　しかし、サインがなくても自然とわかる空間
づくりができていることが望ましい建物であ
るといえます。
　建物の用途が複合化し、複雑になるほどサイ
ンに頼る度合いは大きくなりますが、初めから
アクセスしやすいアプローチを考え、わかりや
すいゾーニング（※１）や動線計画を行うこと
で、できるだけサインに頼らない計画が可能と
なります。

　ＵＤでは、だれもが同じように利用できるこ
とが重要なため、障害のある人とない人の動線
を違えたり、障害のある人のために特別な設備
を設けたりするのではなく、自然な行動の中で
できる限り多くの人が使いやすい計画にするこ
とが必要です。　
　また、緊急時にしか利用しないような階段も
普段の動線からわかりやすい位置に設けておく
ことが防災計画上に極めて重要なことです。

((((( ２２２２２))))) みんなが同じ動線でみんなが同じ動線でみんなが同じ動線でみんなが同じ動線でみんなが同じ動線で

４ ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の基本的な考え方

内部空間が一目でわかる建物構成
(国際障害者交流センター（ビッグアイ）)

みんなが同じ動線となるアプローチ（運転免許センター）

※１ ゾーニングとは、建物の利用のされ方や目的などに応じて、あるまとまりごとに空間領域を分けることです。
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((((( ３３３３３))))) 人の動作を考える人の動作を考える人の動作を考える人の動作を考える人の動作を考える
  利用者別の行動特性と設計上配慮すべき事
項については、下表のように考えられ、ＵＤに
よる企画、設計等の基本となります。具体的な
設計に際しては、デザインを工夫して１つの形

状で対応したり、利用者に応じて容易に形状が
可変できるものとしたり、あるいは選択可能な
複数の形状のものを用意する等、いろいろな面
からの検討が必要です。

利用者のタイプ� 主な症状、状態� ＵＤの着目点�

肢体不自由者�

高　齢　者� 上　肢�

体　幹�

下　肢�

手や指による�
　操作ができない・届かない�

座位・起立位が保てない�
　　　　　　　車いす（介助）�

歩けない・歩きにくい�
　　　　　車いす、杖の利用等�

窮屈で入れない�

ケガなどによる�
一時的不自由者�

子どもを抱いた親�

ベビーカーと親�

赤ん坊・子ども�

荷物を持った人�

妊　　　　　婦�

視覚不自由者�

内部機能障害者�

精神障害者�

外　国　人�

聴覚・言語�
不自由者�

弱　視�

全　盲�

聾　唖�
難　聴�

言　語�

内臓弱�

知的障害者�

痴　呆�

視覚による状況認識が困難�
（移動・操作）�

聴覚による状況認識が困難�

音声等により意志を伝えにくい�

疲れやすい�

疲れやすい�

生活行動の制限�
（透析患者・トイレが近い）�

判断力・理解力が弱い傾向にある�

対人関係が苦手�

日本語表記では判断できない�

ライフスタイルの違い�

音声誘導（放送）�

触覚誘導（点字表示）�

視覚誘導（サイン）�

色彩計画・照明計画�
（やさしさ・明瞭さ）�

座って休むところ�

近いトイレ�

分かりやすさ�

外国語のサイン�

トイレ・椅子�

ソフトでの対応�
（マンパワー・補助器具提供）�

〔情報〕�

〔情報〕�

〔情報〕�

〔情報〕�

〔情報〕�

〔移動〕�

〔移動〕�

〔移動〕�

〔移動・生活〕�

〔生活〕�

〔生活〕�

〔生活〕�

〔生活〕�

〔生活〕�

〔情報〕�

〔生活〕�

〔生活〕�

〔共通〕�

操作のしやすさ�
（釦、取手、特殊機器）�

自動化（自動扉・自動水洗）�
　　　　（音声反応）�

荷物置き場の用意�

手すり�

床段差の解消�

�

やさしいディテール�
（危険防止）�

機械力�
（EV・特殊昇降設備）�

適度な広さ（車いす対応）�
全
　
　
　
て
　
　
　
の
　
　
　
人�

□利用者のタイプと配慮事項
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  また、車いす使用者のトイレ内での行為から
設計上の課題を整理すると下表のようになり、
車いす使用者でない人でも使いやすい設備等
につながります。

排便・排尿行為�

大　便�
小　便�

洗面行為�
洗　　面�
化　　粧�
小物洗浄�

●場所がわかりやすい�
　サイン�

●確認しやすい表示�

●車いすを止めるスペース�

●荷物を置くスペース�

●移乗のための設備�
　（手すり・専用便器）�
●移乗しやすいレイアウト�

●蓄尿器やカテーテル等�
●棚の設置�

●手すりの設置�
●背もたれの設置�

●手すりの設置�
●背もたれの設置�

●体を保持する�
●脱臭�
●紙巻器�

ブ
レ
ー
キ
を
ロ
ッ
ク�

●
介
護
ス
ペ
ー
ス
の
確
保�

●汚物流し�
●洗面器�

●移動できる�
　スペース�

ブ
レ
ー
キ
を
ロ
ッ
ク�

●操作しやすい�
　スイッチと位置�
●開けやすいドア�

●出入口の�
　有効幅の確保�

●操作しやすい�
　スイッチと位置�

●便器横手洗器の�
　設置�

●紙巻器�
●温水洗浄機能付便座�

●手が届く位置にスイッチ�
●操作しやすいスイッチ�

●手すり�

●ドアの有効幅の確保�
ブ
レ
ー
キ
を
ロ
ッ
ク�

ブ
レ
ー
キ
を
ロ
ッ
ク�

ブ
レ
ー
キ
を
ロ
ッ
ク�

●開けやすいドア�
●操作しやすいスイッチと�
　位置（自動ドア）�
●段差がない�
●自動照明・換気�

●移動のためのスペース�
●すべらない床�
●凹凸のない床�
●照明が明るいこと�

●閉めやすいドア�
●操作しやすいスイッチと�
　位置（自動ドア）�
●施錠しやすいもの�

●操作しやすい水栓金具�
●見やすい鏡�

●使いやすいペーパー�
　タオルホールダー�
●温風乾燥機�

●アプローチしやすい器具�
●使用しやすいスペース�
●膝が洗面台の下に入る�

●操作しやすい水栓金具�

●荷物を置くスペース�

する� しない�

便器までの移動�

便器の前で止まる�

荷物を置く�

便器への移乗�

便器への移乗� 補助具を出す�

脱衣� 排尿・排便�

排便・排尿�

体を保持する�
介
　
　
助�

補助具の後始末�

補助具をしまう�

出口へ移動�

手（顔）を拭く�

化
粧
直
し�

手（顔）を洗う�

小物を洗う�

荷物をおく�

洗面台の前で止まる�

洗面所への移動�

ドアを開ける�

ブースから出る�

ドアを閉める�

手洗い�

手洗い�着衣�

便器洗浄� 便器洗浄�

尿を捨てる�

後始末�

車いすに移乗�

トイレに行く�

空いているか確認�

ドアを開ける�

ブースに入る�

ドアを閉める�

□車いす使用者のトイレ内の行為と配慮事項

出典：バリアフリーハンドブック
　　　（東陶機器㈱）
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((((( ４４４４４))))) 安全で快適に安全で快適に安全で快適に安全で快適に安全で快適に

①①①①①防災避難防災避難防災避難防災避難防災避難
　高齢社会やノーマライゼーションの進展などで、建物を
利用する人の平均像が大きく変わり、緊急時の情報の認知
能力、判断能力、行動能力を改めて考える必要があります。
　つまずく、すべる、はさまる、転倒するといった危険性
を排除することはもとより、だれにでもわかりやすい誘
導案内方法の採用、車いす使用者や足腰の弱った人が安
全に避難するための一時的に待機できるスペースの確保
など、より安全性の高い避難計画を立て、設計に取りいれ
ることが大切となってきます。

②②②②②健康的な生活を営む健康的な生活を営む健康的な生活を営む健康的な生活を営む健康的な生活を営む
　ＵＤによる建物づくりでは、利用のしやすさや使い勝手
にとらわれがちですが、気候や自然環境との調和や利用も
大切です。夏の日差しを遮るための軒やひさしを設けるこ
とや通風や換気を考えた開口部等を設けることは、「夏涼し
く、冬暖かい」建物づくりの基本であるとともに、省資源、省
エネルギーのうえからも大切なことです。
　また水の再利用や雨水利用など水資源の有効利用、緑地
の保全、植裁による緑化など自然環境への配慮も大切なこ
とです。
　さらに、木材の利用など自然素材の利用により、健康的で
安らぎを与える生活空間をつくることも重要なことです。

屋上緑化と木材の多用等により環境に
配慮したトイレ（草千里公衆トイレ）

写真家：宮井政次

車いす使用者の避難経路に
バルコニーを活用した例

(ビッグアイ)

③③③③③コミュニティとアメニティコミュニティとアメニティコミュニティとアメニティコミュニティとアメニティコミュニティとアメニティ
　市街地においては、特にアメニティの創出やコミュニ
ティの形成に配慮することが大切です。道路空間と一体
となった緑地や小公園（ポケットパーク）を設け、少しの
間、だれもが憩え、人々と交流できる空間を創出していく
ような配慮が必要です。
　また「くまもとカラーガイド」等を活用し、周辺環境と
建物との調和を図ることも必要です。 敷地内に公開空地を設けた例（九州電力熊本支店）

（屋上緑化の状況）
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（基本構想段階からの検討）
 

（くまもとのＵＤの３つの基本姿勢）

対話による
デザイン

 

さりげない
デザイン

追い求める
デザイン

（設計段階での検討）                   
（各段階でのＵＤレビュー）

 

 

機能性、操作性、価格
妥当性等の面からもっ
と良い計画はできない
か。

 

だれもが自然に
使える計画か。

建築づくりの一連のプロセスの
中で、いつ、どのような方法で、
だれを対象にニーズを把握す
るのが効果的か。

第１章　ユニバーサルデザインによる建物づくり
対話によるデザイン、さりげないデザイン、追い求めるデザインを実現するために

この章のポイント：
・ 建物づくりのプロセス
・ 利用者ニーズの把握や評価手法

１　建物づくりのプロセス

　多くの人が利用する建物といっても、建物に求
められる機能や性能は、用途や規模、利用の仕方に
よって異なります。
　このため、建物の基本設計を始める前に、ＵＤの
視点からどのような建物にしたいのか、また、いつ、
どのような方法で、だれに意見を聴いて、設計に反
映させるのか、といったＵＤの観点からの事業コ
ンセプトを明確にする必要があります。
　最初からＵＤの視点で、できる限り特別な設備
や仕様を用いず、設計を工夫することで、余計な初
期投資を押さえることができ、改修や維持管理に
要する費用を軽減することができるなどトータル
なコストの低減を図ることが可能となります。

　基本設計の段階では、基本構想に従い、具体的
に平面計画をまとめていくことになります。利
用者の行動を考えながら、より良いゾーニング、
わかりやすい動線計画、適正な高低レベルの設
定、サイン計画等を行います。基本設計ができた
ら、「すべての人に簡単」、「すべての人に快適」、
「すべての人に安全」、「すべての人と状況に柔
軟」という４つの視点で細部計画をまとめてい
きます。移動空間や生活空間での段差解消、安全
性の確保、各設備の使いやすさ、情報装置の選定
や仕様が適切かどうかを確認し、アイデアを盛

（（（（（１１１１１）））））対対対対対話話話話話ににににによよよよよるるるるるデデデデデザザザザザイイイイインンンンンををををを進進進進進めめめめめるるるるるたたたたためめめめめののののの基基基基基本本本本本構構構構構想想想想想ののののの策策策策策定定定定定

（（（（（２２２２２）））））さささささりりりりりげげげげげななななないいいいいデデデデデザザザザザイイイイインンンンンのののののたたたたためめめめめののののの設設設設設計計計計計ののののの進進進進進めめめめめ方方方方方

利
用
者
ニ
ー
ズ
の
把
握�

（建物の設計）� 

（４つの視点）�

 

 

○段差の解消� 
○安全性の確保� 

○� 使いやすさ� 
○� 色彩計画� 
○情報サインの仕様� 

○� すべての人に簡単� 

○� すべての人に快適� 

○� すべての人に安全� 

○� すべての人と状況に柔軟��

○より良いゾーニング�
 ○わかりやすい動線計画�
 

○適正な高低レベルの設定�
○サイン計画� 

□ＵＤの基本姿勢を活かした建物づくり

□設計におけるＵＤの視点

り込みながら実施設計を進めていきます。設計
に際しては、利用者の意見を聴き、計画に反映さ
せていくことが大切です。

※利用者ニーズ把握のための方法と効果はＰ１３、１４を参照
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　平面的な図面から立体的な空間を正確にイ
メージすることは、なかなか難しいことです。
　このため、ある程度形がみえてきた工事の段
階で実際に建物に入り、サインの位置や形状、建
物細部のデザイン、設備機器の位置、床や壁の仕
上げ等について、利用者の意見を直接聴くワー
クショップ※１を行うことが有効といえます。

サインの見本により設置位置や表記のわかりやすさを検証

※1 ワークショップとは、専門家と利用者が共通の目的に向かって可能性を探り、知恵を出し合い、議論を尽くす仕掛けづくり。

利用者の参画意識を高め、より具体的な提案が行えるよう工夫することが必要です。

　設計者（又はプロジェクトチーム）が提案した
計画内容は、基本構想、基本設計、実施設計、工事
又は利用者の声を聴いた段階で、別の人がＵＤ
の観点から望ましい設計であるかどうか評価し
たり、同じ機能若しくは機能をアップしてもっ
と安価な方法はないかという価格妥当性を視野
に入れて見直していくことが、ＵＤを実現して
いくうえで高い効果が期待できます。
　最初から標準仕様的に手すりを設けたり、誘導
ブロックをはりめぐらすのではなく、まずは徹底
的に設備のない状態を考えて、そのうえで必要な
設備や空間を考えていくことも重要です。

 
  操作性� 

機能性� 

          基本構想�      価格妥当性� 等� 

  設計者� 基本設計�   客観視できる人�

  （企画部門）�  実施設計�   （客観的な判断�部門）� 

         ワークショップ等� 

 

公共施設では、内部組織、外部組織（委員会）等の�
具体的な組織での検討やパブリックコメント制度等�
の活用による評価が考えられます。�
民間施設では、顧客のモニター制度などの活用も�
考えられます。�
�

（（（（（４４４４４）））））追追追追追いいいいい求求求求求めめめめめるるるるるデデデデデザザザザザイイイイインンンンンのののののたたたたためめめめめのののののＵＵＵＵＵＤＤＤＤＤレレレレレビビビビビュュュュューーーーー（（（（（見見見見見直直直直直ししししし、、、、、評評評評評価価価価価）））））ののののの実実実実実施施施施施

（（（（（５５５５５）））））建建建建建物物物物物管管管管管理理理理理者者者者者とととととののののの情情情情情報報報報報ののののの共共共共共有有有有有

　利用者の意見を多く取り入れ、優れた建物が
完成しても、十分に機能を発揮し、意図したとお
りに利用されるかどうかは、建物管理者の意識
の仕方で大きく左右されます。

□ＵＤレビューのシステム

　あらかじめ管理者がわかっている場合には、
企画、設計等の段階から参加を呼びかけ、また、
既存の建物の改善点を探すときにも、管理者の
意見を取り入れましょう。

（（（（（３３３３３）））））工工工工工事事事事事ののののの施施施施施工工工工工段段段段段階階階階階でででででののののの検検検検検証証証証証
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２　利用者ニーズの把握や評価の方法

（（（（（１１１１１）））））アアアアアンンンンンケケケケケーーーーートトトトトややややや聞聞聞聞聞ききききき取取取取取りりりりり調調調調調査査査査査

（（（（（２２２２２）））））ワワワワワーーーーークククククシシシシショョョョョッッッッップププププののののの進進進進進めめめめめ方方方方方

　

□ワークショップの進め方

□障害者に協力をお願いする場合の配慮について

　障害者ご本人とコミュニケーションをとることが重要
であり、介助者等がいても、ご本人に話しかけましょう。聴
覚に障害のある人が、すべて手話で話し、視覚に障害者のあ
る人がすべて点字を読めるわけではないので、事前に確認
することが必要です。
　視覚障害者には、なるべく正面に立って話をし、「あっち」
「こっち」などの代名詞は使わず、物の場所を時計の文字盤
の位置で説明したり、「前方へ１０歩のところ」など具体的
に伝えましょう。
　聴覚障害者には、筆談、手話、口話、身振り手振りなどがコ
ミュニケーションの手段となります。筆談では、丁寧な文よ
り簡潔な表現を用います。口話は口の動きがよく見えるよ
うに配慮することが必要です。

 

 

     （いつ行うのか）� 
     ○ニーズの把握：企画設計段階� 

○�使い勝手等の検証：工事段階� 
○�次回への反映：建物使用段階� 
（だれに参加してもらうのか）� 
○�高齢者、障害者、子ども、�
介助者（ボランティアを含む）�

 

など目的に応じて�
 

 

    （どのように行うのか）� 
○�時間やルートの設定（２時間以内）� 
○�グループ分け（１０人程度以下）� 
○�アドバイスを行う専門家の参加の要否� 
○�意見の聞き取りの方法の検討� 
・�様式への記入、録音、代筆など�

     （参加者への配慮）� 
・�車いすの人は筆記者がいた方が望ましい�
・�資料の文字を大きく、わかりやすい表現で�
・�聴覚障害者には手話通訳者の参加や�
ホワイトボードを用意など� 

（建物への反映）� 
  ・工事段階で手すりや衛生機器の仮設置を行った場合�
   はできる限り工事に反映させる。�  
  ・竣工段階でも手直しができる場合は反映させる。�  
（建物へ反映できない場合）� 
 ・参加者には結果は必ず知らせる。� 

ワークワークショップを企ショップを企画する。画する。�

ワークワークショップを実ショップを実施する。施する。�

ワークショップのークショップの結果を反映結果を反映させる。させる。�

　施設利用者に対するアンケートや聞き取り
調査では、できるだけ簡単に答えられるよう工
夫する必要があります。そのためには、聴きたい
内容を絞り込み、わかりやすい文字や表現を使
い、できるだけ選択肢により回答しやすくしま
す。また、視覚や聴覚に障害のある人を対象にア
ンケート調査を行う場合は、アンケートを行う
場所や方法に工夫が必要です。少人数のグルー
プで面接形式でヒアリングを行うとより多く
の意見が得られます。

　ワークショップは、企画段階での利用者ニー
ズの把握や工事の施工段階での細部計画の確
認など、その目的によって実施する時期や参加
者を検討する必要があります。できる限り幅広
い人に参加を呼びかけることが必要です。施設
を見てまわるときは１０人程度のグループと
し、参加者全員が同じ問題意識を共有しながら
討論ができるようにします。一回のワーク
ショップで施設全体を見て回れないときは、回
を重ねたり、グループで担当を決めたりして参
加者の負担を少なくする配慮も必要です。また、
ワークショップでの意見に対しては、「できるも
の」と「できないもの」を明確に答え、参加者に伝
えることが必要です。
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　完成した建物を実際に使い始めると、新たな課
題や改善点がみえてくることがあります。この段
階で、ワークショップやアンケート調査などを行
い計画内容を検証することは、利用者にとっても
参加しやすく、より具体的な提案も望めるため、将
来の改修計画を立てるうえでも貴重なデータと
なります。
　また、この情報を多くの人が共有できれば、次に
建物を計画する人は、効率的に新たな企画を行う
ことができます。ワークショップ等に利用者が参
加する機会を増やすことで、それぞれが日常的に
利用している建物の自発的な改善提案にもつな
がっていきます。

 
                      
 

                           基本構想の策定�     県民・企業の自発的提案� 

 

            建物の設計� 情報の蓄積� 
                              成果� 

ＵＤデータバンク� 
           工事中の検証�

                                    
               情報の共有�     アクセス� 
                                    完成後の検証�

                                                   
  

                   改修等へ反映�  

 
       対話によるデザインを進めるための�       追い求めるデザインのための� 
       利用者の参加� 県民の参加� 
 
 

 
※�利用者参加の手法や時期は、個々の建物の用途や利用のされ方で検討する必要がありますが、基本構想�
から設計の早い段階までの間で利用者参加による意見聴取等を行うことが望ましいといえます。� 

 

○� 施設ニーズの把握� 
○� 建物の空間構成の検討� 
  類似施設でのワークショッ� 
  プ、アンケート、意見聴取等� 
 
○�各室・空間、設備等の検討� 
  意見聴取、模型による実験等� 

○�設備機器の使い勝手、サイン等�
のわかりやすさの確認� 
  ワークショップ、模型実験等� 

○� 設計（提案内容）の効果検証� 
○� ソフト面での改善提案� 
○� ハード面の情報蓄積� 
  モニターアンケート、疑似体� 
  験、ワークショップ等� 

   利用者参加のプロセスを重視した建築プロジェクトの流れ利用者参加のプロセスを重視した建築プロジェクトの流れ� 

              県民とのパートナーシップによるＵＤの推進県民とのパートナーシップによるＵＤの推進� 

別の建築プロ
ジェクトへの
反映�

（（（（（３３３３３）））））建建建建建物物物物物ををををを使使使使使いいいいい始始始始始めめめめめてててててかかかかからららららののののの検検検検検証証証証証ととととと効効効効効果果果果果

□建物づくりの各段階での利用者（県民）参加のシステムとＵＤの拡がり

ワークショップにおいて問題点を把握するための
高齢者疑似体験の様子
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３　改修工事の留意点

　ＵＤによる建物づくりは、新築や建て替えの
時だけではなく、既存の建物の改修の時にも取
り組んでいくことが必要です。
　改修では、建物の構造的な制約があるため、す
べてを満足させることは困難ですが、実際に建
物があるため、利用者の声を十分に活かすこと
ができるなどのメリットがあります。
　構造や規模等の制約が多い場合でも、出入口
等の移動経路やトイレ等を中心に工夫してい
くと、高齢者や車いす使用者等が今まで利用で
きなかった店舗や飲食店なども利用できるよ
うになります。
　ニーズを把握するために、教育研究機関、ＮＰ
Ｏ、子育てサークル、老人会、障害者団体等の人
に協力を求めたり、管理者や従業員等が自ら疑
似体験を行うことで問題点を探すことも重要
です。
　新たに設ける設備等は、配置、形状等をさりげ
なくデザインし、既存の建物に馴染ませる工夫
が必要です。

□既存建物での改修工事の視点

□段差の解消�  □出入口の改修�  □トイレの改修� 
・スロープの設置�   ・ドアのとっての取り替え�   ・多機能トイレの設置�  

□段差の解消�  □出入口の改修�  □トイレの改修� 
・床のフラット化�    ・引き戸、自動ドアの採用�   ・乳幼児との同行を考慮した男女トイレ�

・男児の使用を考慮した男女トイレ�

                        ・女児の使用を考慮した男女トイレ�

                         

□休憩スペースの設置� 
□広い通路幅の確保� 
□コミュニケーションが図られやすい受付、レジまわりの工夫など�

ステップ１�  だれもが建物を利用できる�

ステップ２�  だれもが安心して快適に利用できる� 

ステップ３�  愛着の持てる建物とする� 

屋根の付いた車いす使用者用駐車場とスロープを設置した例
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第2章 建築空間におけるユニバーサルデザイン

この章のポイント:
　・　移動空間におけるユニバーサルデザイン
　・　生活空間におけるユニバーサルデザイン
　・　情報装置とユニバーサルデザイン

建物は利用するひとが中心。だからユニバーサルデザイン。

　建築空間におけるＵＤを実現するための具
体的なポイントを移動空間、生活空間、情報装置
に分けて示しています。
　それぞれの項目では、特に重要な視点を「基本
事項」として整理し、その後具体的な配慮事項を
示しています。

基本事項（共通事項）� 
１アプローチ� 
２駐車場� 
３�玄関� 
４�廊下等� 
５�出入口� 
６エレベーター･エスカレーター� 
�  ７階段�

 ８スロープ�
９レジ通路・改札口等�
10プラットフォーム等�
11手すり�

 
 

基本事項（共通事項）� 
１トイレ� 
２多機能トイレ� 
３更衣室・シャワー室� 
４浴室� 
５宿泊施設・客室� 
６観覧席・客席� 
７カウンター・水飲み場� 
８授乳室等� 
９家具� 
10操作ボタン・スイッチ等�  

基本事項（共通事項）�  
１視覚情報サイン�  
２触覚情報サイン�  
３聴覚・嗅覚情報サイン�  
４情報機器� 

1.移動空間� 2.生活空間� 3.情報装置� 

建�    物� 

□施設設備計画の構成�

　本ガイドラインに示されている寸法等は、
ハートビル法※１や交通バリアフリー法※２に基
づく誘導的な数値基準等を参考としています
が、空間の使われ方や諸設備等の役割を十分に
理解したうえで、できる限り多くの利用者の意
見を聴き、より使いやすい、より安全で、しかも
美しい建築を設計する姿勢を持ち続けること
が重要です。
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＜連続性のある空間領域＞� 

  
 

 

   
 

   

 
 

   
  

 
  

 
 

  

道
路�

通路�

駐車場� 案内板�
受付�

車寄せ�
玄関� ホール�

廊下�

エレベーター�
エスカレーター�

階段�

便所�
湯沸�

廊下�

諸　室�

便所・浴室�
湯沸・更衣室�
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車止�



18

350cm以上�

140cm以上� 140cm以上� 140cm以上�

安全な通路�

視覚情報サイン�

駐車しやすさに配慮した�
床面ペイント�

ゆったりとした車路�

柱は車室の角や�
ドア付近をさける�

（夜間のつまづき防止のため反射材等の使用を検討する。）�

ゆったりとした車室�



19

受付�
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170cm以上�

30cm以上�

30
cm
以
上
�

12
0c
m

14
0c
m

方向転換�
スペース�

18
0c
m以
上
�

窓�

引戸の出入口�
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手すり�

開き戸� 引戸�

90cm以上�45cm以上� 45cm以上�90cm以上� 必要な場合は
車いす当たり

35
cm

85
cm
～
90
cm

85
cm
～
90
cm
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ロビーの広さは180cm以上�

有効広さは�
150cm以上�

出入口の有効幅は�
90cm以上�

ロビーの広さは�
180cm以上�

有効幅は�
160cm以上�

両側に車いす�
使用者が操作�
できる操作版�

正面に�
鏡を設置�

扉のある側以外の壁面に�
手すりを設置�

エレベーターの平面の詳細�

外部との連絡として�
ガラス窓を設けること等に�
より外部から内部が見える�
構造とする�

ロビー操作盤の高さは�
100cm程度�

エレベーターの正面の例�

正面に鏡を設置�
出入口の状況が確認�
できるよう�
大きさ、位置に配慮�

かご内操作盤の高さは�
100cm以上�

手すりの高さは�
80～85cm程度�

ロビー操作盤の�
高さは�
100cm程度�

エレベーターの断面の例�



23

乗降口には、動線の交錯を防止するため、
固定柵又は固定手すりを設置�

移動手すりは�
くし板から70cm程度延長�

水平部は３枚以上が望ましい�

高さは�
80～85cm

くし板の端部と踏み段の色の明暗差が大きいこと等により
くし板と踏み段との境界を容易に識別できるようにする�

踏み段の端部に縁取りを行うなどにより、
踏み段相互の識別をしやすいようにする�

乗降口には、動線の交錯を防止するため、
固定柵又は固定手すりを設置�
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車いす等の避難スペース�

�
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有効幅は�
180cm以上とすると車いす使用者同士がすれ違える�

勾配は�
1/20とすることが望ましい�

屋内は高さ75cm以内・屋外は高さ60cm以内�
ごとに設ける�

手すりの端部の�
水平部分は45～60cm程度�

水平区間�
180cm以上とする�

踊り場は�
150cm以上とする�

水平区間は�
180cm以上とする�
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90
cm
以
上
�

有人改札�
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縁端�

点字ブロック�

ホーム�

80cm以上� 30cm
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85～�
90cm

15～20cm

70�
cm

60�
cm�
以�
上�

しっかり握る手すりは直径3～4cm

歩行用�

ひじや手の平で使う�

6～7cm

2.8～3.5cm

立座り用�

隙間4cm程度�

75～�
85cm�
�

大転子骨�
径の1/2

隙間4～5cm程度�

60
～
65
cm

75
～
85
cm
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  （基準階） 

（１階） 

 

（地階） 

男女トイレ 簡易多機能トイレ 

（右アプローチ） 

男女トイレ 簡易多機能トイレ 

（左アプローチ） 

重度障害者用トイレ 多機能トイレ 

（右側アプローチ） 

男女トイレ 

男女トイレ 多機能トイレ 

（左側アプローチ） 
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150㎝φ�

子供用�
小便器�

簡易な多機能�
トイレ�

女性トイレ�

男性トイレ�

多機能�
トイレ�

多機能�
トイレ�
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手洗�
洗浄流�

150
cm�

ベビーベッド�

多機能トイレ�
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排水溝（平坦なものとする）�
70cm程度�

40～45cm程度�

脱衣ベンチ�

シャワーブース� 更衣ブース�
棚�

移動式�
シャワー�

鏡�

ロッカー�

更衣ブース�

シャワー室�

手すり付き�
シャワーブース�

手すり付き�
更衣ブース�

車いす利用者用�
シャワーブース�

車いす利用者用�
更衣ブース�

径150cm

径150cm

150cm�
以上�

90cm以上�

90cm�
以上�

ロッカー�

長いす�

長いす�
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手摺�

H=40～50cm
移動用�
プラットホーム�

10
cm
程
度
�
80
cm
程
度
�

移動用�
プラットホーム�

60cm

17
0c
m85
cm
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車いすから浴槽へ乗り移るための台�
（トランスファーボード）�

手摺�

30cm以内�

40～45cm以内�

手すり�
手すり�

溝蓋�

車いすの回転�
スペース（最小）�
＝φ150cm

段差の解消及び�
幅員の確保�
（90cm以上）�

衣類置場�

車いす回転�
スペース�

70cm以上�

90cm以上�

45cm以上�

135cm以上�

140cm以上�
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150cm程度� 165cm程度�

16
5c
m程
度
�15
0c
m程
度
�

介護者用椅子�

人が座っていても前を通れる幅の確保�

人が座っていても�
前を通れる幅の確保�

90cm

手すり�

通路�

ステージ�

磁気ループ�

手すり�

手すり�

入
口
ド
ア�
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カウンターの�
一部の高さ�
75cm程度�

蹴込みの高さ�
60cm程度以上�

蹴込みの高さ�
60cm程度以上�

蹴込みの奥行き�
40cm程度以上�

43～48.5cm

43～48.5cm

最小20.5cm 最小61cm

最小122cm

最大15cm

最
大
91
.5
cm

最
小
68
.5
cm

最
小
76
cm

最
小
23
cm
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手洗�
洗浄流�

ベビーベッド�

多機能トイレ�

手洗�

ベッド�

オムツ替台�

オムツ替台�

ソファ�

ソファ�

ゴミ箱�

湯沸器�

家具�

湯沸室�

授乳室�

水飲み場�

流し台�

流し台�

重度身障者�
対応トイレ�

母乳室�
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〈アップダウン式吊り戸棚〉�〈コートリフトハンガー〉�

〈スライド収納〉�

スライド扉�

家具のコーナーは削る�

吊り戸棚の背面に手動�
昇降装置を取り付ける�

無理な姿勢をとらずに収納を引き出せる�

最
小
1,
37
cm
（
A）
�

1,
20
cm

30
cm 1,
20
cm

〈
最
小
23
cm
（
Ａ
）
〉
�

〈
最
大
1,
37
cm
（
Ａ
）
〉
�

40cm

最上棚�

最下棚�

最大�
53.5cm�
(A)
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40cm

40cm

10cm
80cm 10cm

45
cm

12
0c
m

14
0c
m

13
0c
m

45
cm

30
cm

20
cm

12
0c
m

91
cm

80
cm

60
cm 10
7c
m

30cm

30cm

棚�
ス
イ
ッ
チ�

テーブル�
下端�

側　面�正　面�

単位（mm）�

（内側の線は座った状態で、外側の線は身をのり出した状態で届く範囲）�

2,000�

1,800�

1,600�

1,400�

1,200�

1,000�

80�

60�

40�

20�

0�

車いすで手の届く高さの上限�

窓の錠�

ドア・アイ、スイッチ�

車いすで手の届く高さの下限�

机まわりの�
スイッチ、�
コンセント�
スイッチ、コンセント、�
テレビ・�
電話のアウトレット�
ガスコック�

ベッドまわり�
のスイッチ、�
コンセント�

ベッドの高さ�車いすの�
座面高�

床面�

調理台のまわりの�
スイッチ、コンセント�
ガスコック�

机の高さ�ベッドまわりの�
コールボタン�

・車いすの視線の�
 高さ（成人）�

・車いすのひじ�
 当て（アーム�
 レスト）上縁�
 が入る高さ�
・車いすの座面�
 の高さ�

車いす利用者のための器具取付寸法�

調理台・作業台�
まわりのスイッチ�
コンセント・ガスコック等�
85cm以下�

シンク�

水栓�
長いもの�

40cm

10�
cm 150mm�

くらい�

35cm

調理台高さ�
68～75cm�
程度になる�

車いすに座り�
ひざと大腿が�
入る高さ�

座ったまま�
で届く範囲�
に限られる�
30～60cm�
程度�
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玄関等�
（総合情報拠点）�
○総合建物案内�
○触知・点字案内�
○音声案内�
○インターホン�
○電子情報表示�

EVホール等�
（各階情報拠点）�
○フロアー案内�
○触知・点字案内�
○インターホン�
○電子情報案内�

移動空間�
（誘導・案内情報）�
○ピクトグラム�
○触知・点字案内�
○音声誘導�

生活空間�
（室空間情報）�
○ピクトグラム�
○触知・点字案内�

受付(人的対応拠点)

廊下

天井高の異なる
廊下交差点のタワー
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30～40ｍ� 6ｍ以上�

2.4m

2.4～3.5m

10°�
15°�

3.0ｍ�

2.6m　標準上限�

1.4m　点字位置（縦型）�

1.0m　点字位置（傾斜型）�

2.0m　標準上端�

1.5m　一般的な中心�
15°�

25°�

よく見えるか？�

天井とのクリアランス�

対象開口部との�
関係はわかりやすいか？�
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本�本�

本�
長体１（長１）�

90％ 平体１（平１）�

100％�

100％�

90％�
正体�

・書体の変形例�

視認距離�

遠距離（30ｍ）�

中距離（20ｍ）�

近距離（10ｍ）�

近距離（5ｍ）�

至近距離（1～2ｍ）�

和文文字高�

120ｍｍ以上�

80ｍｍ以上�

40ｍｍ以上�

20ｍｍ以上�

10ｍｍ以上�

図記号の基準枠寸法�

360ｍｍ以上�

240ｍｍ以上�

120ｍｍ以上�

60ｍｍ以上�

35ｍｍ以上�

英文文字高�

90ｍｍ以上�

60ｍｍ以上�

30ｍｍ以上�

15ｍｍ以上�

 7ｍｍ以上�

□視認距離別文字高のめやす�

前方又は上方� 下方又は手前� 左前方又は上方� 左�

お手洗�
Toilets

aa

3a
a

3/4a

県�
県�
県�
県�
県�
県�

9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7 : 9 2 : 7 1 : 3
（明度差２）�（明度差５）�（明度差２）�
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十字路� Ｌ字型�

Ｔ字型�
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玄関�

歩道�

階段�

エレベーター�
乗降ロビー�

居室� 廊�
下�

トイレ�
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①磁気誘導式�

②赤外線式�

赤外線�
ラジエター�

入力音源�
・マイク�
・テープ等�

入力音源�
・マイク・テープ等�

アンプ�

赤外線アンプ�

磁気ループ�
（床下に敷設）�

補聴器（誘導コイル内蔵のもの）�

ループ内に信号磁界�
を発生させ、補聴器内�
の誘導コイルと直接�
磁気結合�

補聴器（誘導コイル内蔵のもの）�

赤外線レシーバーから補聴器内�
の誘導コイルとを直接磁気結合�

赤外線レシーバー�
・・・赤外線ラジエターからの�
　 信号を受信し、音声に変換�

受　付�
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蛍光燈が点灯�

蛍光燈が点灯�

点滅装置�

点滅装置�

□既設誘導灯に追加取付する方法�□点滅型誘導灯�

□点滅誘導音装置付誘導灯�

誘導音スピーカー�

誘導音スピーカー� 誘導音スピーカー�
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第３章　ＵＤデータブック

第３章　UDデータブック
ユニバーサルデザインのアイデアを拡げる基礎資料
この章のポイント：
・ 利用者のタイプ別行動特性と企画設計上の配慮
・ 参考となる数値基準
・ 車いすの移動を考慮した必要幅等の参考数値
・ トイレのディテール　
・ 案内用図記号　
・国際障害者交流センター（ビッグアイ）でのプロセスと成果
・県内のユニバーサルデザインによる施設整備の概要
・商店街・店舗についての施設整備要望　
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第３章　ＵＤデータブック

３－１　利用者のタイプ別行動特性と企画設計上の配慮

だれもが利用しやすい建物づくりを行うためには、様々な人の行動特性を把握し、設計に反
映させていく必要がありますが、ある程度共通する行動を取る人のまとまりごとに利用者タ
イプを分類し、基本的な設計の配慮事項をあらかじめ把握しておくことが効果的です。

利用者のタイプ利用者のタイプ利用者のタイプ利用者のタイプ利用者のタイプ
【【【【【高高高高高齢齢齢齢齢者者者者者】】】】】
　加齢が進むと、筋力の低下により、つまづきや滑りやすくなるなど「身体機能の低下」 、目が見えにくくなったり、
高音域が聞こえにくくなったり、温度感覚の反応が鈍くなるなど「感覚機能の低下」 、頻尿や失禁などをしやすく
なる「生理機能の低下」 、記憶力、判断力、理解力が低下し、新しい環境や機能などへの対応能力が低下するなど　
「心理機能の低下」 、などの症状がみられます。また、「痴呆症状」が現れる場合もあります。高齢者の場合は、こうし
た様々な機能の低下から、あらゆる状況に対応できにくくなる傾向がみられます。

【【【【【肢肢肢肢肢体体体体体不不不不不自自自自自由由由由由者者者者者】】】】】
　上肢が不自由で細かい作業や操作が苦手である「上肢不自由」、自分の体を支えたり、立ったり、座ったり、座位を
保つことが困難である「体幹不自由」、歩いたり立ったり座ったりが困難な「下肢不自由」などが肢体不自由者の中に
含まれます。建築計画上は、移動時の歩行形態で、車いす使用者と歩行困難者を分けて考える場合があります。

【【【【【視視視視視覚覚覚覚覚障障障障障害害害害害者者者者者】】】】】
　全く視力のない「全盲」、視力が弱く、暗いと物が見えにくい「弱視」、色の見分けが難しい「色覚異常」、見える範囲
が狭い「視野狭窄」の方などが該当します。

【【【【【聴聴聴聴聴覚覚覚覚覚障障障障障害害害害害者者者者者・・・・・音音音音音声声声声声又又又又又ははははは言言言言言語語語語語機機機機機能能能能能障障障障障害害害害害者者者者者】】】】】
　音声が聞こえない、又は聞き取りにくい「聴覚不自由」、音声機能や言語機能が喪失され、場合によっては言葉が話
せなかったり、音声などにより意思を伝えにくい「言語不自由」などが該当します。

【【【【【内内内内内部部部部部機機機機機能能能能能障障障障障害害害害害者者者者者】】】】】
　心臓、腎臓、呼吸器官、膀胱、直腸、小腸の各機能障害により、日常生活活動が著しく制限を受け、人工臓器の対応を
考慮する必要があります。また、疲れやすい傾向があります。

【【【【【知知知知知的的的的的障障障障障害害害害害者者者者者】】】】】
　一般的には、判断能力や理解能力が弱い傾向にあります。

【【【【【精精精精精神神神神神障障障障障害害害害害者者者者者】】】】】
　総合失調症（精神分裂病）、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、精神病質その他の精神疾患を有する方
とされています。

【【【【【妊妊妊妊妊婦婦婦婦婦、、、、、乳乳乳乳乳幼幼幼幼幼児児児児児ととととと一一一一一緒緒緒緒緒ののののの親親親親親】】】】】
　妊婦の場合、機敏な動作が出来なくなったり、判断能力が衰えたりする場合があります。乳幼児は環境変化への対
応能力が弱く、体調の変化や授乳等への配慮が必要となります。乳幼児と一緒に行動する場合、一般的に荷物が多く
なる傾向があります。

【【【【【子子子子子どどどどどももももも】】】】】
　一般的には、判断能力や理解能力が弱く、設備機器利用の際の高さ等にも留意する必要があります。

【【【【【そそそそそののののの他他他他他ににににに配配配配配慮慮慮慮慮ががががが必必必必必要要要要要ななななな人人人人人】】】】】
　だれもが利用しやすい建物づくりを進めるためには、ケガをした人、大きな荷物を抱えた人、外国人等にも配慮す
る必要があります。
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第３章　ＵＤデータブック

分類� 配　　慮　　事　　項�
・事故の起こりにくい計画（床材料、段差、階段、障害物）とする。�身体機能の�

低下�
骨格・筋力の低下�

・手すりを設ける。�
・負担の少ない設備機器や家具を採用する（いす、ベッド、便器）。�
・各種器具の寸法、取り付け位置に配慮する。�
・使いやすい家具や器具類の使用に配慮する。�
（引戸建具、大型スイッチ、レバー式とっ手、大型水栓）�

・自動化された機器を使用する。�
・階段の踏面、蹴上寸法、踊り場の形状に配慮する。�
・休憩スペースを確保する。�
・明るく均整のとれた照明を採用する。�感覚機能の�

低下�
視覚、聴覚、味覚、�
嗅覚、触覚の低下� ・輝度の高い光源が直接目に入らない工夫をする。�

・足下灯を設ける。�
・明るく温かみのある色彩計画とする。�
・色による識別を確保する。�
・暖房の温度を高めに設定する。�
・温湯を自動調節とする。�
・警報音の音は大きくし、低周波の音とする。�
・耳が聞こえにくくなり、大声で話したり、テレビなどの音を大きくして聞くため部屋�
 の遮音性能を向上させる。�

・便所等の位置を考慮する。�
生理機能の�
低下�

生理機能の低下� ・便所、浴室等の出入口は、引戸とし、非常時の解錠に配慮する。�
・各室の温度差をできる限り少なくする。�
・日照、通風等の良好な室内環境を確保する。�
・便所の位置や設備を工夫する。�

痴呆症� 判断機能の低下� ・明解な動線、避難ルートの確保する。�
・設備操作を自動化する。�

・段差、急斜面の移動困難� ・歩道の縁石、建物出入口の段差を解消する。�

肢� 車いす使用� ・階段、歩道橋での移動ルートを確保する。�

体� ・車いすキャスターのはまりこみ� ・エレベーターのかごと床の隙間を小さくする。�

不� ・グレーチングの溝の隙間を小さくする。�

自� ・移動困難、通行不能箇所� ・路面の凹凸や砂利道、ぬかるみ、未舗装の道をなくす。�

由� ・床と車輪との摩擦による移動・�
 回転の困難�
 

・毛足の長いじゅうたんは使用しない。�

者� ・畳は使用しない。�
・回転スペースの確保� ・廊下の曲がり角、出入口ドアの前後、ベッド周りの広さを確保する。�

・トイレブース内のスペースを確保する。�
・通行幅の確保� ・出入口開口幅、廊下の幅を確保する。�

・横方向への移動が困難� ・カウンター、商品陳列棚、図書室の書架、自動販売機の形状や仕様など�
 を配慮する。� 

・移動時に両手がふさがる� ・雨の日に傘なしで移動できる内外空間とする。�
・手の届く範囲が限られる（低い）�・棚、物入れ、引き出し、公衆電話の高さを配慮する。�

・エレベーターの操作ボタン高さ（ＦＬ＋1.0ｍ程度以下）を配慮する。�

・手の届く範囲が限られる（高い）�・下方の引き出し、コンセントの高さ（ＦＬ＋35～100ｃｍ程度）を配慮する。�

・手の届く範囲が狭い（横方向や�
 前後）�

・台所の棚、商品陳列棚、図書室の書架、水飲台に車いすのフットレストや�
 肘受けがつかえない幅を確保する。�　�

・膝、肘受けの高さが通常の座位�
 より高い�

・机、テーブル、流し、手洗い器の下にスペースを確保する。�

・車いすからの移動スペースが�
 必要�

・ベッド、便器の周囲、浴室、駐車場でのスペースを確保する。�

考慮すべき事項�

高
齢
者
／
低
下
し
て
い
る
機
能
に
応
じ
て
各
種
不
自
由
者
に
準
じ
る�
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・段差や斜面の移動困難� ・勾配の緩和や手すりを設ける。�

肢� 歩行困難� ・つまづきによる転倒の危険� ・路面の凹凸や段差の段鼻の形状を配慮する。�

体� ・杖先の滑り� ・床仕上げの考慮、砂利道、ぬかるみを排除する。�

不� ・杖先のはまりこみ� ・グレーチングの溝の隙間 、エレベータの隙間を小さくする。�

自� ・松葉杖の通行・回転スペース� ・廊下、出入口幅、トイレ内のスペースを確保する。�

由� ・しゃがめない� ・洋式トイレを採用する。�

者� ・手の届く範囲が限られる（高い）�・下方の引き出しやコンセントの位置を工夫する。�

上肢不自由� ・細かい作業が苦手� ・使いやすい家具、器具類を採用する。�
・機器を自動化する。�

・握力等の力が弱い� ・ドアのとっ手等のサイズ、操作しやすさ、開閉方法を配慮する。�
全盲� ・位置、状態等の確認が困難� ・道路、通路の形態、段差、溝、障害物等の確認方法を工夫する。�

視� ・案内方法を検討する。�

覚� ・緊急時の対応設備を設ける。�

障� ・記述事項の確認が不可能� ・点字や音声による案内等を行う。�

害� 弱視� ・小さな文字を読むことが出来ない�・大きな文字を採用する。�

者� ・注意喚起のため色彩計画を工夫する。�
色覚異常� ・色が見分けにくい� ・判別しにくい色を使わない。�

・赤、青緑、青、赤紫が灰色に見える�
視野狭窄� ・視野が狭い� ・周辺の事情やサインを認識しやすいように配慮する。�

聴覚�聴覚不自由� ・音が聞こえない� ・非常時の音声以外の情報伝達方法を検討する。�

言語� ・視覚によるわかりやすい情報伝達方法を採用する。�

不自由� 言語不自由� ・言葉が話せない� ・ソフト対応を充実（人の配置など）する。�

内部機能障害者� ・疲れやすい� ・休憩スペースを確保する。�
・階段、スロープの勾配、形状を配慮する。�

・体調の急変への対応� ・緊急時の対応設備を設ける。�
・人工臓器での排泄への対応� ・トイレの位置とトイレ設備を検討する。�

知的障害者� ・判断能力や理解力が弱い傾向にある�・わかりやすい平面計画、色彩計画とする。�

精神障害者� ・疲れやすい� ・休憩スペースを確保する。�
・対人関係が苦手� ・ソフト面での対応のしやすさを確保する。�

子どもを�
抱いた人�

・一時的な子どもへの対応� ・ベビーベッドの設置、託児スペースを設ける。�妊婦�
・授乳への対応� ・授乳室を設ける。�や�

と�

人�

・大きめの汚物入れ等を設ける。�乳幼児�

一緒の�

ベビーカー�
利用者�

・ベビーカーの配置� ・ベビーカーを置く場所を設ける。�
・移動性の確保� ・車いす使用者と同様の配慮を行う。�

妊婦� ・高齢者と同様の配慮を行う。�
・理解力や判断力が一般的に低い�・わかりやすい動線、サイン計画とする。�

子ども� ・機器のサイズや手の届く範囲が狭い�・子どもが利用しやすい設備機器の位置、設備機器を工夫する。�
・安全対策の充実� ・落下防止等の安全性を確保する。�

そ� ケガをした人� ・肢体不自由者に準じる配慮をする。�

の�大きな荷物を持った人� ・トイレ、洗面所、電話等の時の荷物を置く場所を確保する。�

他� 外国人� ・日本語がわからない� ・わかりやすいサインとする。�
・外国語でのサイン、アナウンスを行う。�

・日本式の設備がつかえない� ・洋式トイレを採用する。�

分類� 配　　慮　　事　　項�考慮すべき事項�
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３－２　参考となる数値基準
ＵＤによる施設整備を行う上で参考となる法令に基づく数値基準は次のとおりです。

利
用
円
滑
化
基
準
�

利
用
円
滑
化
基
準（
共
通
事
項
）�

ガ
イド
ラ
イ
ン（
抜
粋
）�

交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法（
※
2）
関
連（
抜
粋
）�

ハ
ー
ト
ビ
ル
法
(※
1)

特
定
施
設
又
は
整
備
施
設
�

１
廊
下
等
�

①
表
面
は
、粗
面
と
し
、又
は
滑
り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
。
�

２
階
段
�

①
踊
り
場
を
除
き
、手
す
り
を
設
け
る
。
�

�

�

� �

�

②
表
面
は
、粗
面
と
し
、又
は
滑
り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
。
�
②
表
面
は
、滑
り
に
く
い
仕
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
�

� �

�
�

④
段
鼻
の
突
き
出
し
が
な
い
等
、つ
ま
づ
き
に
く
い
構
造
と
す
る
。
�

⑤
段
が
あ
る
部
分
の
上
端
に
近
接
す
る
踊
場
部
分
に
は
点
状
�

  
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
敷
設
す
る
。
※
4

� �

�

�
� �

②
階
段
又
は
傾
斜
路
の
上
端
に
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
敷
設
す

る
。
※
4

①
構
造
上
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、手
す
り（
端
部
に
は

点
字
貼
り
付
け
）が
両
側
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

○
両
側
に
２
段
手
す
り
を
設
置
し
、階
段

幅
が
４
ｍ
を
超
え
る
場
合
に
は
中
央
に

も
設
置
す
る
。
�

○
踊
り
場
の
壁
側
の
手
す
り
は
、連
続
し

て
設
置
す
る
。
�

○
手
す
り
の
高
さ
は
、上
段
は
85
ｃ
ｍ
、下

段
は
65
ｃ
ｍ
程
度
と
す
る
。
�

○
手
す
り
は
、丸
状
で
直
径
４
ｃ
ｍ
程
度
と

す
る
。
�

○
手
す
り
を
壁
面
に
取
り
付
け
る
場
合
は
、壁

と
手
す
り
の
あ
き
を
５ｃ
ｍ
程
度
と
す
る
。
�

○
手
す
り
端
部
は
、壁
面
側
又
は
下
方
に

巻
き
込
み
、端
部
は
水
平
部
分
を
60
ｃ
ｍ

程
度
以
上
と
す
る
。
�

○
視
覚
障
害
者
誘
導
手
す
り
に
は
、行
き

先
を
点
字
で
表
示
す
る
。（
２
段
手
す
り

は
上
段
）�

○
蹴
上
げ
は
、1
6ｃ
ｍ
程
度
以
下
、踏
面
は
、

30
ｃ
ｍ
程
度
以
上
と
す
る
。
�

○
蹴
込
み
板
は
必
ず
設
け
、段
鼻
は
突
き

出
し
を
な
く
す
。
�

○
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
は
、階
段
の
端
部
か
ら
30
ｃ

ｍ
程
度
離
れ
た
位
置
に
敷
設
す
る
。�

○
ら
せ
ん
、回
り
階
段
は
避
け
、直
階
段
又

は
折
れ
曲
が
り
階
段
と
す
る
。
�

○
側
壁
が
な
い
場
合
は
、５
ｃ
ｍ
程
度
ま
で

立
ち
上
が
り
を
設
け
る
。
�

○
階
段
の
幅
は
、1
20
ｃ
ｍ（
◇
15
0ｃ
ｍ
）以

上
と
す
る
。
�

○
端
部
は
、全
長
に
わ
た
り
十
分
な
太
さ
で
周

囲
部
分
と
の
色
の
明
度
差
に
よ
り
段
を
容

易
に
識
別
で
き
る
も
の
と
す
る
。�

◇
手
す
り
の
材
質
は
、冬
期
の
冷
た
さ
に

配
慮
し
た
材
質
と
す
る
。
�

◇
点
字
に
は
そ
の
内
容
を
文
字
で
併
記
す

る
。
�

③
踏
面
の
端
部
と
そ
の
周
囲
の
部
分
の
明
度
差
な
ど
に
よ
り
、

段
が
容
易
に
識
別
で
き
る
も
の
と
す
る
。
�

⑥
主
た
る
階
段
は
、空
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場

合
を
除
き
、回
り
階
段
と
し
な
い
。
�

⑥
構
造
上
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、回
り
階
段
で
な
い
こ

と
。
�

⑦
側
面
が
壁
面
で
あ
る
場
合
を
除
き
、傾
斜
路
の
両
側
に
立

ち
上
が
り
部
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

③
踏
面
の
端
部
と
そ
の
周
囲
の
部
分
の
明
度
差
な
ど
に
よ

り
、段
が
容
易
に
識
別
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
�

④
段
鼻
の
突
き
出
し
が
な
い
等
、つ
ま
づ
き
に
く
い
構
造
で
あ

る
こ
と
。
�

⑤
上
端
及
び
下
端
に
近
接
す
る
廊
下
等
に
は
、点
状
ブ
ロ
ッ

ク
を
敷
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�

不 特 定 多 数 の 者 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 身 体 障 害 者 等 が 利 用 す る 部 分 ※ ６�
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※1ハートビル法:高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（平成６年６月２９日法律第44号）
※2交通バリアフリー法：高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成12年５月17日法律第63号）
※3やさまち条例：熊本県高齢者及び障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例（熊本県条例第16号(平成7年3月16日公布)）

�

� �

�

○
十
分
な
明
る
さ
を
確
保
す
る
よ
う
採
光

や
照
明
に
配
慮
す
る
。
�

○
階
段
下
に
は
、十
分
な
高
さ
の
な
い
空
間

は
設
け
な
い
か
、柵
な
ど
を
設
置
す
る
。
�

○
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
は
、傾
斜
路
の
端
部
か
ら
30
ｃ

ｍ
程
度
離
れ
た
位
置
に
敷
設
す
る
。�

○
身
体
障
害
者
、オ
スト
メ
イト
、高
齢
者
、妊

婦
、乳
幼
児
を
連
れ
た
者
等
の
使
用
を
配

慮
し
た
多
機
能
ト
イ
レ
を
１
以
上
設
け
る
。（

◇
男
女
共
用
が
望
ま
し
い
。）
�

◇
男
女
共
用
の
多
機
能
ト
イ
レ
を
２
箇
所

以
上
設
け
る
場
合
は
、右
利
き
、左
利
き

の
車
い
す
使
用
者
の
利
用
を
考
慮
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
�

◇
男
子
用
ト
イ
レ
、女
子
用
ト
イ
レ
の
そ
れ
ぞ

れ
に
１
以
上
の
簡
易
型
多
機
能
便
房
を

設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
�

○
便
器
は
、腰
掛
け
式
で
前
向
き
に
座
る

場
合
で
も
妨
げ
に
な
る
器
具
が
な
い
も

の
と
し
、便
座
の
高
さ
は
40
～
45
ｃ
ｍ
で
、

便
蓋
は
設
け
ず
、背
も
た
れ
を
設
け
る
。
�

◇
階
段
の
始
点
、終
点
は
通
路
か
ら
12
0ｃ

ｍ
程
度
後
退
さ
せ
、
平
坦
な
ふ
と
こ
ろ

部
分
を
と
る
。
�

①
勾
配
が
１
／
12
を
超
え
、又
は
高
さ
が
16
ｃ
ｍ
を
超
え
る
傾

斜
の
あ
る
部
分
に
は
、手
す
り
を
設
け
る
。
�

③
前
後
の
廊
下
等
と
の
明
度
差
な
ど
に
よ
り
、そ
の
存
在
を

容
易
に
識
別
で
き
る
も
の
と
す
る
。
�

③
側
面
が
壁
面
で
あ
る
場
合
を
除
き
、傾
斜
路
の
両
側
に

立
ち
上
が
り
部
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

④
傾
斜
部
分
の
上
端
に
近
接
す
る
踊
場
部
分
に
は
点
状
ブ

ロ
ッ
ク
等
を
敷
設
す
る
。
※
4

④
上
端
及
び
下
端
に
近
接
す
る
廊
下
等
に
は
、点
状
ブ

ロ
ッ
ク
を
敷
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�

①
車
い
す
使
用
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
便
所
及

び
便
房
が
１
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

②
車
い
す
使
用
者
用
便
所
等
と
移
動
円
滑
化
経
路
と
の
間
の

通
路
の
１
以
上
は
移
動
円
滑
化
経
路
の
通
路
と
同
じ
構
造
と

す
る
。
�

②
車
い
す
使
用
者
用
便
房
に
は
、出
入
口
、腰
掛
け
便
座
、

手
す
り
そ
の
他
の
施
設
を
適
切
に
配
置
す
る
。
�

③
車
い
す
使
用
者
用
便
所
の
出
入
口
幅
は
80
ｃ
ｍ
以
上
で
、

傾
斜
路
を
設
け
る
場
合
を
除
き
、段
が
な
い
こ
と
。
�

④
車
い
す
使
用
者
用
の
便
所
の
出
入
口
に
は
利
用
に
適
し
た

便
房
が
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

⑤
車
い
す
使
用
者
用
の
便
所
出
入
口
に
戸
を
設
け
る
場
合

は
、幅
を
80
ｃ
ｍ
以
上
と
し
、容
易
に
通
過
で
き
る
構
造
と
し
、

車
い
す
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
広
さ
が
確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
�

⑥
車
い
す
使
用
者
用
の
便
房
の
出
入
口
に
は
段
が
な
い
こ
と
。
�

⑦
車
い
す
使
用
者
用
の
便
房
に
は
腰
掛
便
座
及
び
手
す
り
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

①
構
造
上
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、手
す
り
が
両
側

に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

�

� �
�

①
車
い
す
使
用
者
用
便
房
を
１
以
上
設
け
る
。
�

�
�

�

� � � � �
� �

� � � ��

4便
所
�

（
多
機
能
ト
イ
レ
等
に
至
る
経
路
）�

（
多
機
能
ト
イ
レ
等
）�

� � � �

②
表
面
は
、粗
面
と
し
、又
は
滑
り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
。
�
②
表
面
は
、滑
り
に
く
い
仕
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
�

� �
�

�
�

�
�

３
階
段
に
代
わ
り
、
又
は
こ
れ

に
併
設
す
る
傾
斜
路（
交
通

バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
の
欄
は
、傾

斜
路
の
基
準
を
示
す
。
）�

※ガイドラインの欄の○は標準的内容、◇はなお一層望ましい内容を示しています。
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利
用
円
滑
化
基
準
�

利
用
円
滑
化
基
準（
共
通
事
項
）�

ガ
イド
ラ
イ
ン（
抜
粋
）�

交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法（
※
2）
関
連（
抜
粋
）�

ハ
ー
ト
ビ
ル
法
(※
1)

特
定
施
設
又
は
整
備
施
設
�

�

�

� �

�

� �

�
�

� �

�

�
� �

○
手
す
り
は
、腐
食
し
に
く
く
、握
り
や
す
い

も
の
と
し
、壁
と
５
ｃ
ｍ
以
上
の
間
隔
を

保
ち
、壁
側
は
Ｌ
字
型
、も
う
一
方
は
可

動
式
と
す
る
。
高
さ
は
、6
5～
70
ｃ
ｍ
で
、

左
右
の
間
隔
は
、7
0～
75
ｃ
ｍ
と
す
る
。
�

○
電
動
式
引
き
戸
又
は
軽
い
手
動
式
引
き

戸（
自
動
的
に
戻
ら
な
い
タ
イ
プ
で
、握
り

手
は
棒
状
ハ
ン
ド
ル
式
の
も
の
）と
す
る
。
  
  
  
  
  
  
  
  

○
錠
は
、指
の
不
自
由
な
人
も
容
易
に
操

作
で
き
る
も
の
と
し
、非
常
時
に
外
か
ら

解
錠
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
�

○
電
動
式
ド
ア
の
開
閉
盤
は
、ド
ア
か
ら
70

ｃ
ｍ
以
上
離
れ
た
位
置
に
設
け
、高
さ
は

10
0ｃ
ｍ
程
度
と
し
、使
用
中
の
表
示
装

置
を
設
け
る
。
�

○
大
き
さ
は
、2
00
×
20
0ｃ
ｍ
、ス
ペ
ー
ス
が

取
れ
る
場
合
は
、2
20
×
22
0ｃ
ｍ
と
す
る
。
�

○
出
入
口
付
近
に
は
、多
機
能
ト
イ
レ
で
あ

る
こ
と
を
表
示
す
る
。
�

○
水
洗
ス
イ
ッ
チ
は
、便
器
に
腰
掛
け
た
ま

ま
の
状
態
と
車
い
す
の
双
方
か
ら
操
作

で
き
る
よ
う
設
け
る
。
�

○
水
洗
ス
イ
ッ
チ
は
、押
し
ボ
タ
ン
、手
動
式

レ
バ
ー
ハ
ン
ド
ル
等
を
併
設
し
た
手
か
ざ

し
セ
ン
サ
ー
式
又
は
押
し
ボ
タ
ン
式
、靴

べ
ら
式
と
す
る
。
�

◇
蛇
口
が
セ
ン
サ
ー
式
か
押
し
ボ
タ
ン
式

の
小
型
手
洗
い
器
を
便
座
に
腰
掛
け
た

ま
ま
使
用
で
き
る
位
置
に
設
け
る
。
�

○
洗
面
器
は
、車
い
す
の
移
動
に
支
障
の

な
い
位
置
に
設
け
、洗
面
器
下
に
床
上

60
ｃ
ｍ
の
高
さ
を
確
保
し
、洗
面
器
上
面

の
高
さ
を
80
ｃ
ｍ
以
下
と
す
る
。
�

○
洗
面
器
の
蛇
口
は
、セ
ン
サ
ー
式
又
は

レ
バ
ー
式
と
す
る
。
�

○
洗
面
器
の
鏡
は
、低
い
位
置
か
ら
設
置
さ

れ
十
分
な
長
さ
を
持
っ
た
平
面
鏡
と
す
る
。
�

○
オ
ス
ト
メ
イト
の
パ
ウ
チ
等
を
洗
浄
で
き
る

水
洗
装
置（
汚
物
流
し
）を
設
け
る
。
�

③
車
い
す
使
用
者
用
便
房
に
は
、出
入
口
と
腰
掛
便
座
の

間
に
車
い
す
使
用
者
を
収
容
可
能
な
空
間
を
設
け
る
。
�

④
車
い
す
使
用
者
用
便
房
に
は
、便
所
の
出
入
口
等
に
そ

の
旨
を
表
示
し
た
標
識
を
掲
示
す
る
。
�

⑧
車
い
す
使
用
者
用
便
房
の
出
入
口
幅
、戸
の
構
造
、広
さ

は
、当
該
便
所
の
構
造
と
同
じ
と
す
る
。
�

⑨
車
い
す
使
用
者
用
の
便
房
の
出
入
口
に
は
円
滑
な
利
用

に
適
し
た
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
標
識
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

⑩
車
い
す
使
用
者
用
便
房
に
は
、高
齢
者
、身
体
障
害
者
等

の
利
用
に
適
し
た
水
洗
器
具
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

不 特 定 多 数 の 者 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 身 体 障 害 者 等 が 利 用 す る 部 分 ※ ６�

（
多
機
能
ト
イ
レ
等
）�

○
有
効
幅
は
80
ｃ
ｍ（
◇
90
ｃ
ｍ
）と
す
る
。
�

�

�

� �

◇
洗
面
器
は
温
水
が
出
る
設
備
と
す
る
。
�
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�

� �

�
◇
オ
ス
ト
メ
イ
ト
の
汚
物
流
し
は
、温
水
が

出
る
設
備
を
設
け
る
。
�

◇
洗
面
器
前
面
の
鏡
と
は
別
に
、全
身
が

映
る
姿
見
を
設
け
る
。
�

◇
車
い
す
に
乗
っ
た
ま
ま
で
も
畳
め
る
構
造

、位
置
に
重
度
障
害
者
用
の
折
り
た
た

み
式
お
む
つ
交
換
シ
ー
ト
を
設
け
る
。
�

◇
便
器
に
腰
掛
け
た
状
態
、車
い
す
か
ら

便
器
に
移
乗
し
な
い
状
態
、床
に
転
倒

し
た
状
態
か
ら
操
作
で
き
る
通
報
装
置（

音
と
光
で
確
認
で
き
る
も
の
）を
設
け
、

点
字
表
示
を
行
い
、ま
た
、ボ
タ
ン
は
、水

洗
ス
イ
ッ
チ
等
と
区
別
が
で
き
、指
の
動

き
が
不
自
由
な
人
で
も
容
易
に
使
用
で

き
る
形
状
と
す
る
。
�

○
出
入
口
に
男
女
別
表
示
を
わ
か
り
や
す

く
表
示
し
、男
女
別
及
び
構
造
を
視
覚

障
害
者
が
わ
か
り
や
す
い
位
置
に
点
字

案
内
板
等
で
表
示
す
る
。
�

○
点
字
案
内
板
は
床
か
ら
中
心
ま
で
の
高

さ
を
14
0～
15
0ｃ
ｍ
と
し
、点
状
ブ
ロ
ッ
ク

は
、案
内
板
か
ら
30
ｃ
ｍ
離
れ
た
位
置
と

す
る
。
�

○
ぬ
れ
た
状
態
で
も
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
で

、段
差
は
設
け
な
い
。
�

○
ト
イ
レ
内
に
腰
掛
け
式
大
便
器
を
設
置

し
、そ
の
便
器
周
辺
に
垂
直
、
水
平
に

手
す
り
を
設
け
る
。
�

⑪
便
所
の
出
入
口
付
近
に
、男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別

並
び
に
便
所
の
構
造
を
視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
点

字
案
内
板
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

⑤
男
子
用
小
便
器
の
あ
る
便
所
に
は
、そ
の
１
以
上
に
、床

置
式
小
便
器
そ
の
他
類
す
る
も
の
を
１
以
上
設
け
る
。
�

⑬
男
子
用
小
便
器
の
あ
る
便
所
に
は
、手
す
り
が
設
け
ら
れ

た
床
置
式
小
便
器
そ
の
他
類
す
る
も
の
を
１
以
上
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
�

○
ペ
ー
パ
ー
ホ
ル
ダ
ー
は
片
手
で
紙
が
切

れ
る
も
の
で
、便
器
に
腰
掛
け
た
ま
ま
と

車
い
す
か
ら
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
�

○
危
険
の
な
い
位
置
に
荷
物
を
掛
け
る
こ

と
の
で
き
る
フ
ッ
ク
を
設
け
る
。
�

○
手
荷
物
を
置
け
る
棚
な
ど
の
ス
ペ
ー
ス
を

設
け
る
。
�

○
汚
物
入
れ
は
、大
き
い
も
の
を
設
置
す
る
。
�

� �
�

�
�

�

� � � � �
� �

� � � ��

� � � �

� �
�

�
�

�
�

（
ト
イ
レ
全
般
）�

� �

�

⑫
床
は
、滑
り
に
く
い
仕
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
�

�

◇
入
口
に
最
も
近
い
位
置
に
設
置
す
る
。
�

◇
和
式
便
器
の
前
方
の
壁
に
垂
直
、水
�

　
平
に
手
す
り
を
設
置
す
る
。
�

○
乳
児
用
お
む
つ
交
換
シ
ー
ト
を
設
け
る
。
�

※ガイドラインの欄の○は標準的内容、◇はなお一層望ましい内容を示しています。
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利
用
円
滑
化
基
準
�

利
用
円
滑
化
基
準（
共
通
事
項
）�

ガ
イド
ラ
イ
ン（
抜
粋
）�

交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法（
※
2）
関
連（
抜
粋
）�

ハ
ー
ト
ビ
ル
法
(※
1)

特
定
施
設
又
は
整
備
施
設
�

�

�

� �

�

� �

�
�

� �

�

�
� �

○
洗
面
器
は
、も
た
れ
か
か
っ
た
時
に
耐

え
う
る
も
の
か
、手
す
り
を
設
け
た
も
の
を

１
以
上
設
置
す
る
。
�

○
床
面
は
、段
差
を
設
け
ず
、ぬ
れ
た
状

態
で
も
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
と
す
る
。
�

○
ト
イ
レ
内
に
１
以
上
、男
女
別
の
場
合

に
は
、そ
れ
ぞ
れ
に
１
以
上
、大
便
器
の

便
房
に
ベ
ビ
ー
チ
ェ
ア
を
設
置
す
る
。（

◇
複
数
の
便
房
と
洗
面
所
付
近
に
も

設
置
す
る
。
）�

◇
洗
面
器
は
、３
～
４
才
児
の
利
用
に
配

慮
し
、上
面
の
高
さ
55
ｃ
ｍ
程
度
の
も
の

を
設
け
る
。
�

◇
便
器
に
腰
掛
け
た
状
態
、車
い
す
か
ら

便
器
に
移
乗
し
な
い
状
態
、床
に
転
倒

し
た
状
態
か
ら
操
作
で
き
る
通
報
装
置（

音
と
光
で
確
認
で
き
る
も
の
）を
設
け
、

点
字
表
示
を
行
い
、ま
た
、ボ
タ
ン
は
、水

洗
ス
イ
ッ
チ
等
と
区
別
が
で
き
、指
の
動

き
が
不
自
由
な
人
で
も
容
易
に
使
用
で

き
る
形
状
と
す
る
。
�

①
表
面
は
、粗
面
と
し
、又
は
滑
り
に
く
い
材
料
で
仕
上
げ
る
。
�

①
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
１
以
上
設
け
る
。
�

②
幅
は
、3
50
ｃ
ｍ
以
上
と
す
る
。
�

③
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
に
、当
該
施
設
の
表
示
を
す
る
。
�

④
利
用
円
滑
化
経
路
の
長
さ
が
で
き
る
限
り
短
く
な
る
位
置
に
設

け
る
。
�

①
道
等
か
ら
利
用
居
室
ま
で
の
経
路
、利
用
居
室（
又
は
道
等
）

か
ら
車
い
す
使
用
者
便
房
ま
で
の
経
路
、車
い
す
使
用
者
駐

車
場
か
ら
利
用
居
室
ま
で
の
経
路
は
、そ
れ
ぞ
れ
１
以
上
を
、利

用
円
滑
化
経
路
に
す
る
。
�

①
公
共
用
通
路
と
車
両
等
の
乗
降
口
と
の
間
の
経
路
で
あ
っ

て
、高
齢
者
、身
体
障
害
者
等
の
円
滑
な
通
行
に
適
す
る
も

の
を
乗
降
場
ご
と
に
１
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

②
段
が
あ
る
場
合
は
、手
す
り
を
設
置
す
る
。
�

③
段
の
踏
面
端
部
と
そ
の
周
囲
の
部
分
の
明
度
差
な
ど
に
よ

り
、段
が
容
易
に
識
別
で
き
る
も
の
と
す
る
。
�

④
段
鼻
の
突
き
出
し
が
な
い
等
、つ
ま
づ
き
に
く
い
構
造
と
す
る
。
�

⑤
勾
配
が
１
／
12
を
超
え
、又
は
高
さ
が
16
ｃ
ｍ
を
超
え
１
／
20
を

超
え
る
傾
斜
の
あ
る
部
分
に
は
、手
す
り
を
設
け
る
。
�

⑥
傾
斜
路
は
、前
後
の
通
路
と
の
明
度
差
な
ど
に
よ
り
容
易
に

識
別
で
き
る
も
の
と
す
る
。
�

②
段
の
踏
面
端
部
と
そ
の
周
囲
の
部
分
の
明
度
差
な
ど
に
よ

り
、段
が
容
易
に
識
別
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
�

③
段
鼻
の
突
き
出
し
が
な
い
等
、つ
ま
づ
き
に
く
い
構
造
で
あ

る
こ
と
。
�

①
表
面
は
、滑
り
に
く
い
仕
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
�

不 特 定 多 数 の 者 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 身 体 障 害 者 等 が 利 用 す る 部 分 ※ ６�

５
敷
地
内
通
路
�

６
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
�

１
利
用
円
滑
化
経
路
の
設
置
�

（
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
の
欄
は
、�

通
路
の
基
準
を
示
す
。
）�

�

�

� �
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�

� �

�
①
傾
斜
路
又
は
昇
降
機
を
併
設
す
る
場
合
を
除
き
、階
段
又
は

段
は
設
け
な
い
。
�

①
幅
は
80
ｃ
ｍ
以
上
と
す
る
。
�

②
戸
を
設
け
る
場
合
は
、自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
等
と
し
、

か
つ
、前
後
の
高
低
差
が
な
い
。
�

①
不
特
定
多
数
の
者
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、身
体
障
害
者
等

が
利
用
す
る
部
分
の
廊
下
等
の
構
造
と
同
じ
と
す
る
。
�

②
幅
は
、1
20
ｃ
ｍ
以
上
と
す
る
。
�

③
50
ｍ
以
内
ご
と
に
車
い
す
の
転
回
に
支
障
が
な
い
場
所
を
設

け
る
。
�

④
戸
は
、自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
等
と
し
、か
つ
、前
後
に
高
低

差
が
な
い
。
�

①
不
特
定
多
数
の
者
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、身
体
障
害
者

等
が
利
用
す
る
部
分
の
傾
斜
路
の
構
造
と
同
じ
と
す
る
。
�

②
幅
は
、1
20
ｃ
ｍ（
階
段
を
併
設
す
る
場
合
は
90
ｃ
ｍ
）以
上
と

す
る
。
�

③
勾
配
は
１
／
12（
高
さ
が
16
ｃ
ｍ
以
下
の
も
の
で
は
１
／
８
）を

超
え
な
い
こ
と
。
�

④
高
さ
が
７５
ｃ
ｍ
を
超
え
る
場
合
は
、高
さ
75
ｃ
ｍ
以
内
ご
と
に

15
0ｃ
ｍ
以
上
の
踊
り
場
を
設
け
る
。
�

①
床
面
に
高
低
差
が
あ
る
場
合
は
、傾
斜
路
又
は
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
※
5

①
幅
は
90
ｃ
ｍ（
構
造
上
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、8
0ｃ
ｍ
）以
上

で
あ
る
こ
と
。
�

②
戸
を
設
け
る
場
合
は
、有
効
幅
90
ｃ
ｍ（
構
造
上
や
む
を
得
な

い
場
合
は
80
ｃ
ｍ
）以
上
と
し
、自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
等

で
あ
る
こ
と
。
�

③
段
が
な
い
こ
と
。（
構
造
上
や
む
を
得
な
い
場
合
で
、傾
斜
路

を
併
設
す
る
場
合
を
除
く
。
）�

①
幅
は
、1
20
ｃ
ｍ（
階
段
を
併
設
す
る
場
合
は
90
ｃ
ｍ
）以
上

で
あ
る
こ
と
。
�

②
勾
配
は
１
／
12（
高
さ
が
16
ｃ
ｍ
以
下
の
も
の
で
は
１
／
８
）

以
下
で
あ
る
こ
と
。
�

③
高
さ
が
75
ｃ
ｍ
を
超
え
る
場
合
は
、高
さ
75
ｃ
ｍ
以
内
ご
と
に

15
0ｃ
ｍ
以
上
の
踊
り
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

④
上
端
及
び
下
端
に
近
接
す
る
廊
下
等
に
は
、点
状
ブ
ロ
ッ

ク
を
敷
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�

◇
幅
は
18
0ｃ
ｍ
以
上
が
望
ま
し
い
。
�

○
◇
１
以
上
は
感
知
式
等
の
自
動
式
の
引
き

戸
と
し
、開
閉
速
度
を
身
体
障
害
者
、高

齢
者
等
が
使
い
や
す
い
よ
う
設
定
す
る
。
�

○
透
明
な
戸
は
、衝
突
防
止
の
た
め
の
横
線

や
模
様
な
ど
で
識
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
�

○
扉
前
後
に
は
12
0ｃ
ｍ（
◇
自
動
式
扉
で
な

い
場
合
は
、1
50
ｃ
ｍ
）以
上
の
水
平
区
間

を
設
け
る
。
�

○
水
切
り
用
の
溝
ふ
た
は
、車
い
す
の
車
輪

や
白
杖
が
落
ち
込
ま
な
い
構
造
と
す
る
。
�

◇
屋
外
に
通
じ
る
出
入
口
に
は
、大
き
め
の

庇
を
設
置
す
る
。
�

◇
幅
は
、1
80
ｃ
ｍ
以
上
が
望
ま
し
い
。
�

○
勾
配
は
屋
外
で
は
（
◇
屋
内
で
も
）

1/
20
以
下
と
す
る
。
�

○
屋
外
で
は
60
ｃ
ｍ
以
内
ご
と
に
踊
り
場
を

設
け
る
。
�

○
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
は
、傾
斜
路
端
部
か
ら
3 0

ｃ
ｍ
離
れ
た
位
置
に
敷
設
す
る
。
�

○
他
の
通
路
と
出
会
う
部
分
に
、1
50
ｃ
ｍ（
◇

18
0ｃ
ｍ
）以
上
の
水
平
区
間
を
設
け
る
。
�

○
ス
ロ
ー
プ
の
両
側
は
壁
面
又
は
立
ち
上
が

り
を
設
け
る
。
�

○
側
壁
が
な
い
場
合
は
、立
ち
上
が
り
35
ｃｍ
以

上
の
幅
木
状
の
車
い
す
当
た
り
を
設
け
る
。 �

○
床
は
平
で
、濡
れ
て
も
滑
り
に
く
い
仕
上

げ
と
す
る
。
�

� �
�

�
�

�

� � � � �
� �

� � � ��

� � � �

� �
�

�
�

�
�

利 用 円 滑 化 経 路 ※ ７�

２
経
路
の
構
造
�

３
出
入
口
�

４
廊
下
等
�

５
階
段
に
代
わ
り
、又
は
こ
れ
に
�

 併
設
す
る
傾
斜
路
�

（
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
の
欄
は
、�

傾
斜
路
の
基
準
を
示
す
。
）�

� �

�

�

※ガイドラインの欄の○は標準的内容、◇はなお一層望ましい内容を示しています。
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利
用
円
滑
化
基
準
�

利
用
円
滑
化
基
準（
共
通
事
項
）�

ガ
イド
ラ
イ
ン（
抜
粋
）�

交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法（
※
2）
関
連（
抜
粋
）�

ハ
ー
ト
ビ
ル
法
(※
1)

特
定
施
設
又
は
整
備
施
設
�

�

�

� �

�

� �

�
�

� �

�

�
� �

○
◇
手
す
り
の
構
造
は
、階
段
に
準
じ
る
。
�

○
庇
は
、出
入
口
に
同
じ
。
�

◇
出
入
口
幅
は
、9
0ｃ
ｍ
以
上
が
望
ま
し

い
。
�

①
か
ご
は
、利
用
居
室
、車
い
す
使
用
者
用
便
房
又
は
車
い
す
使

用
者
用
駐
車
施
設
が
あ
る
階
及
び
地
上
階
に
停
止
す
る
。
�

②
か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
幅
は
、8
0ｃ
ｍ
以
上
と
す
る
。
�
①
か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
幅
は
、8
0ｃ
ｍ
以
上
で
あ
る

こ
と
。
�

○
ス
ル
ー
型
や
直
角
２
方
向
出
入
口
型

以
外
は
11
人
（
◇
15
人
）乗
り
以
上
の

も
の
と
す
る
。
�

③
か
ご
の
奥
行
き
は
13
5ｃ
ｍ
以
上
と
す
る
。
�

②
２
方
向
Ｅ
Ｖ
等
を
除
き
、か
ご
の
内
法
幅
は
14
0ｃ
ｍ
以
上
あ

り
、奥
行
き
は
13
5ｃ
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
。
�

◇
乗
降
ロ
ビ
ー
の
幅
及
び
奥
行
き
は
18
0

ｃ
ｍ
以
上
と
す
る
。
�

④
乗
降
ロ
ビ
ー
は
、高
低
差
が
な
く
、幅
及
び
奥
行
き
は
15
0ｃ

ｍ
以
上
と
す
る
。
�

③
乗
降
ロ
ビ
ー
の
幅
及
び
奥
行
き
は
15
0ｃ
ｍ
以
上
で
あ
る
こ

と
。
�

○
ス
ル
ー
型
の
場
合
に
は
、開
閉
す
る
側
の

扉
を
音
声
で
知
ら
せ
る
設
備
を
設
け
る
。
�

○
操
作
ボ
タ
ン
は
、押
し
ボ
タ
ン
式
と
し
、

静
電
式
タ
ッ
チ
ボ
タ
ン
は
避
け
る
。
�

◇
指
の
動
き
が
不
自
由
な
人
も
操
作
で
き

る
形
状
と
し
、音
と
光
で
ボ
タ
ン
を
押
し

た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
と
す
る
。
�

◇
か
ご
内
の
操
作
盤
は
、数
字
等
を
浮
き

出
さ
せ
る
。
�

◇
ボ
タ
ン
の
文
字
は
、周
囲
と
の
明
度
差

な
ど
に
よ
り
、弱
視
者
の
操
作
性
に
も

配
慮
し
た
も
の
と
す
る
。
�

○
か
ご
内
の
操
作
盤
は
、高
さ
10
0ｃ
ｍ
程

度
の
位
置
で
、左
右
壁
面
中
央
付
近

に
置
き
、開
扉
時
間
を
延
長
す
る
機
能

を
有
し
た
も
の
と
す
る
。
�

⑤
か
ご
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
は
車
い
す
使
用
者
が
使
用
し

や
す
い
位
置
に
制
御
装
置
を
設
け
る
。
�

④
か
ご
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
は
車
い
す
使
用
者
が
使
用
し

や
す
い
位
置
に
制
御
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

⑥
か
ご
内
に
、停
止
予
定
階
及
び
現
在
位
置
の
表
示
装
置
を

設
け
る
こ
と
。
�

⑤
か
ご
内
に
、停
止
予
定
階
及
び
現
在
位
置
の
表
示
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

⑦
乗
降
ロ
ビ
ー
に
、到
着
す
る
か
ご
の
昇
降
方
向
を
表
示
す
る

装
置
を
設
け
る
。
�

⑧
か
ご
は
1.
83
㎡
以
上
と
す
る
。（
不
特
定
多
数
の
者
が
利

用
す
る
部
分
）�

⑨
か
ご
は
、車
い
す
の
転
回
に
支
障
の
な
い
構
造
と
す
る
。
　

（
不
特
定
多
数
の
者
が
利
用
す
る
部
分
）�

⑩
か
ご
内
に
到
達
す
る
階
、出
入
口
の
戸
の
閉
鎖
を
知
ら
せ
る

音
声
装
置
を
設
け
る
。（
不
特
定
多
数
の
者
又
は
主
と
し
て

視
覚
障
害
者
利
用
部
分
）※
4　
　
　
　
　
�

⑪
か
ご
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
の
制
御
装
置
は
、点
字
表
示
等

を
行
う
。（
不
特
定
多
数
の
者
又
は
主
と
し
て
視
覚
障
害
者

利
用
部
分
）※
4

⑥
乗
降
ロ
ビ
ー
に
、到
着
す
る
か
ご
の
昇
降
方
向
を
音
声
で

知
ら
せ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

⑦
か
ご
内
に
到
達
す
る
階
、出
入
口
の
戸
の
閉
鎖
を
知
ら
せ

る
音
声
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
　
　
�

⑧
か
ご
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
の
操
作
盤
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
１

以
上
は
、点
字
表
示
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
�

６
昇
降
機
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
�

（
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
�

昇
降
機
を
除
く
。
）�

利 用 円 滑 化 経 路 ※ ７�

�

�

� �



59

第３章　ＵＤデータブック
�

� �

�
○
か
ご
の
出
入
口
部
に
は
、車
い
す
の
フ

ッ
ト
レ
ス
ト
部
分
と
身
体
部
の
両
方
の

高
さ
に
戸
閉
を
制
御
す
る
装
置
を
設
け

る
。
機
械
式
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
シ
ュ
ー
に
は
、

光
電
式
、静
電
式
又
は
超
音
波
式
の

い
ず
れ
か
の
装
置
を
併
設
す
る
。
�

○
地
震
、火
災
、停
電
時
管
制
運
転
を
備

え
て
い
る
場
合
は
、音
声
及
び
文
字
で

管
制
運
転
に
よ
り
停
止
し
た
旨
を
知
ら

せ
る
装
置
を
設
け
る
。
�

⑨
方
向
Ｅ
Ｖ
を
除
き
、か
ご
内
に
車
い
す
使
用
者
が
出
入
口
を
確

認
す
る
た
め
の
鏡
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

⑩
か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
戸
に
ガ
ラ
ス
等
が
は
め
込

ま
れ
、か
ご
外
か
ら
か
ご
内
が
視
覚
的
に
確
認
で
き
る
こ
と
。
�

⑪
か
ご
内
に
手
す
り
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

⑫
か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
開
扉
時
間
を
延
長
す

る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
�

①
旅
客
が
同
時
に
双
方
向
に
移
動
す
る
こ
と
が
な
い
場
合
を
除

き
、上
り
専
用
と
下
り
専
用
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。
�

②
踏
み
段
の
表
面
及
び
くし
板
は
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
が
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
�

③
昇
降
口
に
お
い
て
、３
枚
以
上
の
踏
み
段
が
同
一
平
面
上
に

あ
る
こ
と
。
�

⑤
上
り
及
び
下
り
専
用
で
な
い
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
除
き
、上
端

及
び
下
端
に
進
入
の
可
否
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
�

⑥
幅
は
80
ｃ
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
。
�

①
建
築
基
準
法
施
行
令
12
9条
の
３
第
２
項
第
１
号
又
は
第

２
号
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。
�

③
車
い
す
使
用
者
が
か
ご
内
で
転
回
す
る
必
要
が
あ
る
場

合
は
、転
回
に
支
障
の
な
い
構
造
と
す
る
。
�

②
か
ご
の
面
積
は
、0
.8
4㎡
以
上
と
す
る
。
�

◇
か
ご
内
部
が
確
認
で
き
る
カ
メ
ラ
を
設
け
た

り
、聴
覚
障
害
者
に
状
況
を
知
ら
せ
る
表

示
装
置
等
を
設
け
る
。
�

○
高
さ
80
～
85
ｃ
ｍ
程
度
に
握
り
や
す
い
形

状
の
手
す
り
を
設
け
る
。
�

○
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
は
、乗
り
場
ボ
タ
ン
か
ら
30
ｃ

ｍ
程
度
晴
れ
た
位
置
に
敷
設
す
る
。
�

◇
12
00
型
以
上
と
す
る
。
�

○
通
路
の
床
面
等
に
お
い
て
、進
入
の
可
否

を
表
示
す
る
。
�

� �
�

�
�

�

� � � � �
� �

� � � ��

� � ��

� �
�

�
�

�
�

8エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
�

� �

�

�

�

�
� �

⑦
踏
み
段
の
面
を
車
い
す
使
用
者
が
円
滑
に
昇
降
す
る
た

め
に
必
要
な
広
さ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
り
、車

止
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

○
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
は
、エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
始

終
端
部
の
点
検
蓋
に
接
す
る
程
度
の

箇
所
と
す
る
。
�

⑧
上
端
及
び
下
端
に
近
接
す
る
廊
下
等
に
は
、点
状
ブ
ロ
ッ

ク
を
敷
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�

７
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態

の
昇
降
機
�

※ガイドラインの欄の○は標準的内容、◇はなお一層望ましい内容を示しています。
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利
用
円
滑
化
基
準
�

利
用
円
滑
化
基
準（
共
通
事
項
）�

ガ
イド
ラ
イ
ン（
抜
粋
）�

交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法（
※
2）
関
連（
抜
粋
）�

ハ
ー
ト
ビ
ル
法
(※
1)

特
定
施
設
又
は
整
備
施
設
�

�

�

� �

�

� �

�
�

� �

�

�

� �

� �

○
踏
み
段
端
部
の
縁
取
り
や
く
し
板
部
と

の
明
度
差
等
に
よ
り
表
面
識
別
を
行

い
や
す
く
す
る
。
�

○
く
し
板
か
ら
70
ｃ
ｍ
程
度
の
移
動
手
す
り

を
設
け
、乗
降
口
に
は
、高
さ
80
～
85
ｃ

ｍ
程
度
の
固
定
柵
又
は
固
定
手
す
り
を

設
け
る
。
�

◇
１
以
上
は
30
ｍ
／
分
以
下
で
運
転
可

能
な
も
の
と
す
る
。
�

◇
幅
は
、1
80
ｃ
ｍ
以
上
と
す
る
。
�

○
同
一
フ
ロ
ア
で
は
レ
ベ
ル
差
は
設
け
な

い
。
�

○
空
中
突
出
物
を
設
け
る
場
合
は
、視
覚

障
害
者
が
衝
突
し
な
い
よ
う
配
慮
す
る
。
�

◇
通
路
に
２
段
手
す
り
を
設
置
す
る
。
�

○
◇
手
す
り
の
構
造
は
、階
段
に
準
じ
る
。
�

○
コ
ン
コ
ー
ス
や
通
路
は
、十
分
に
明
る
さ
を

確
保
す
る
よ
う
採
光
や
照
明
に
配
慮
す
る
。�

○
視
覚
障
害
者
に
対
し
て
、誘
導
ブ
ロ
ッ
ク

、音
響
音
声
案
内
装
置
、点
字
案
内
板

及
び
点
字
表
示
を
動
線
に
沿
っ
て
適
所

に
配
置
し
、誘
導
案
内
の
情
報
提
供
を

行
う
。
�

○
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
は
、有
人
改
札
、点
字
表

示
の
あ
る
券
売
機
、階
段
手
す
り
に
手

が
届
く
位
置
、Ｅ
Ｖ
の
点
字
表
示
乗
り
場

ボ
タ
ン
、便
所
の
点
字
案
内
板
、出
入

口
及
び
改
札
近
く
の
案
内
板
等
の
正

面
に
敷
設
す
る
。
�

○
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
は
、安
全
で
シ
ン
プ
ル
な

道
す
じ
を
明
示
す
る
こ
と
を
優
先
し
、Ｊ
Ｉ Ｓ

規
格
に
合
わ
せ
、明
度
差
や
輝
度
比
が

十
分
確
保
で
き
な
い
場
合
を
除
き
、黄

色
を
原
則
と
す
る
。
�

①
特
定
多
数
の
者
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、身
体
障
害
者
等

が
利
用
す
る
部
分
の
傾
斜
路
の
構
造
と
同
じ
と
す
る
。
�

②
通
路
の
幅
は
、1
20
ｃ
ｍ
以
上
と
す
る
。
�

③
50
ｍ
以
内
ご
と
に
車
い
す
の
転
回
に
支
障
が
な
い
場
所
を

設
け
る
。
�

④
戸
は
、自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
等
と
し
、か
つ
、前
後
の

高
低
差
は
な
い
。
�

⑤
傾
斜
路
の
幅
は
、1
20
ｃ
ｍ（
階
段
を
併
設
す
る
場
合
は
90
ｃ

ｍ
）以
上
と
す
る
。
�

⑥
傾
斜
路
の
勾
配
は
、１
／
12
（
高
さ
が
16
ｃ
ｍ
以
下
の
も
の

で
は
１
／
８
）を
超
え
な
い
こ
と
。
�

⑦
勾
配
が
1/
20
を
超
え
、高
さ
が
75
ｃ
ｍ
を
超
え
る
場
合
は
、高

さ
75
ｃ
ｍ
以
内
ご
と
に
15
0ｃ
ｍ
以
上
の
踊
り
場
を
設
け
る
。
�

①
道
等
か
ら
案
内
設
備
ま
で
の
経
路
の
う
ち
１
以
上
を
、視
覚
障

害
者
利
用
円
滑
化
経
路
と
す
る（
不
特
定
多
数
の
者
が
利
用

し
、又
は
主
と
し
て
視
覚
障
害
者
が
利
用
す
る
も
の
）※
4

②
風
除
室
を
除
き
、線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
及
び
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設

し
、又
は
音
声
等
に
よ
る
誘
導
設
備
を
設
け
る
。
�

①
公
共
用
通
路
と
車
両
等
の
乗
降
口
と
の
間
の
経
路
を
構
成
す

る
部
分
に
は
、視
覚
障
害
者
の
誘
導
員
が
い
る
場
合
を
除
き
、

視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設
し
、又
は
音
声
等
に
よ

る
誘
導
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
�

②
上
記
の
通
路
等
と
Ｅ
Ｖ
乗
降
ロ
ビ
ー
の
操
作
盤
、点
字
に
よ
る

案
内
設
備
、便
所
の
出
入
口
及
び
乗
車
券
等
販
売
所
と
の
間

を
構
成
す
る
経
路
に
は
、視
覚
障
害
者
の
誘
導
員
が
い
る
場

合
を
除
き
、視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
�

①
有
効
幅
は
、1
40
ｃ
ｍ（
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
車
い
す

の
転
回
ス
ペ
ー
ス
等
を
設
け
た
場
合
は
12
0ｃ
ｍ
）以
上
で

あ
る
こ
と
。
�

②
戸
は
、有
効
幅
90
ｃ
ｍ（
構
造
上
や
む
を
得
な
い
場
合
は
80
ｃ

ｍ
）以
上
と
し
、自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
等
で
あ
る
こ
と
。
�

③
構
造
上
や
む
を
得
ず
傾
斜
路
を
併
設
す
る
場
合
を
除
き
、段

を
設
け
な
い
こ
と
。
�

視 覚 障 害 者 利 用 円 滑 化 経 路 　 ※ ８�

９
敷
地
内
通
路
�

（
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
の
欄
は
、�

通
路
の
基
準
を
示
す
。
）�

2誘
導
装
置
�

利 用 円 滑 化 経 路 ※ ７�

１
視
覚
障
害
者
利
用
円
滑
化

経
路
の
設
置
�

�

�

� �
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○
主
要
な
用
語
に
は
、英
語（
◇
地
域
に
よ

っ
て
は
そ
の
他
の
言
語
も
）を
併
記
す
る
。
�

◇
書
体
は
、視
認
性
の
優
れ
た
角
ゴ
シ
ッ
ク

体
と
す
る
。
�

○
文
字
の
大
き
さ
は
、視
認
距
離
に
応
じ
た

大
き
さ
と
す
る
。
�

◇
弱
視
者
に
配
慮
し
て
、大
き
な
文
字
を
用

い
た
サ
イ
ン
を
視
点
の
高
さ
に
掲
出
す
る
。
�

○
高
齢
者
に
多
い
白
内
障
に
配
慮
し
、青
と

黒
、黄
色
と
白
の
色
彩
組
み
合
わ
せ
は
用

い
な
い
。
�

◇
サ
イ
ン
の
図
色
と
地
色
の
明
度
差
を
大
き

く
す
る
な
ど
容
易
に
識
別
で
き
る
よ
う
に
す

る
。
�

◇
サ
イ
ン
は
、必
要
な
輝
度
が
得
ら
れ
る
器
具

と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、近
く
か
ら
視
認
す

る
も
の
は
、ま
ぶ
し
さ
を
感
じ
に
く
い
器
具
と

す
る
。
�

○
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
は
、案
内
板
か
ら
30
ｃ
ｍ
程

度
離
れ
た
位
置
に
敷
設
す
る
。
�

○
床
は
平
で
、濡
れ
て
も
滑
り
に
く
い
仕
上
げ

と
す
る
。
�

○
幅
は
、9
0ｃ
ｍ
以
上
を
確
保
す
る
。
�

○
◇
１
以
上
は
感
知
式
等
の
幅
90
ｃ
ｍ
以
上

の
自
動
式
の
引
き
戸
と
し
、開
閉
速
度
を

身
体
障
害
者
、高
齢
者
等
が
使
い
や
す

い
よ
う
設
定
す
る
。
�

○
透
明
な
戸
は
、衝
突
防
止
の
た
め
の
横
線

や
模
様
な
ど
で
識
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
�

○
扉
前
後
に
は
12
0ｃ
ｍ（
◇
自
動
式
扉
で
な

い
場
合
は
、1
50
ｃ
ｍ
）以
上
の
水
平
区
間

を
設
け
る
。
�

③
車
路
に
近
接
す
る
部
分
、段
が
あ
る
部
分
又
は
傾
斜
が
あ
る
部
分

の
上
端
に
近
接
す
る
部
分
に
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
敷
設
す
る
。※
4

①
電
気
設
備
等
が
な
い
場
合
を
除
き
、車
両
等
の
運
行
に
関
す

る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
設
備
及
び
音
声
に
よ
り
提

供
す
る
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�

①
昇
降
機
、便
所
又
は
乗
車
券
等
販
売
所
の
付
近
に
は
利
用
円

滑
化
設
備
が
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
�

①
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
を
除
き
、公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず

る
出
入
口
付
近
に
は
、移
動
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備

の
配
置
を
表
示
し
た
案
内
板
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�

②
公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入
口
付
近
に
は
、旅
客
施
設

の
構
造
及
び
移
動
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
の
配
置

を
視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
点
字
に
よ
る
案
内
板
等
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�

①
移
動
円
滑
化
経
路
と
の
間
の
通
路
の
う
ち
１
以
上
は
、移
動
円

滑
化
経
路
を
構
成
す
る
通
路
と
同
じ
構
造
と
す
る
。
�

②
出
入
口
の
う
ち
１
以
上
は
、幅
を
80
ｃ
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
。
�

③
出
入
口
の
戸
は
、幅
を
80
ｃ
ｍ
以
上
で
、車
い
す
使
用
者
等

が
容
易
に
開
閉
し
通
過
で
き
る
構
造
と
し
、構
造
上
や
む
を

得
な
い
場
合
で
傾
斜
路
を
併
設
す
る
場
合
を
除
き
、段
は
な

い
こ
と
。
�

� �
�

�
�

�

� � � � �
� �

� � � ��

� � � �

� �
�

�
�

�
�

案 内 設 備�

3敷
地
内
通
路
�

１
運
行
情
報
提
供
設
備
�

2標
識
�

�

� �

�

�

３
移
動
円
滑
化
の
た
め
の
主
要

な
設
備
の
配
置
等
の
案
内
�

１
乗
車
券
等
販
売
所
、
待
合
所

及
び
案
内
所
�

※ガイドラインの欄の○は標準的内容、◇はなお一層望ましい内容を示しています。
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利
用
円
滑
化
基
準
�

利
用
円
滑
化
基
準（
共
通
事
項
）�

ガ
イド
ラ
イ
ン（
抜
粋
）�

交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法（
※
2）
関
連（
抜
粋
）�

ハ
ー
ト
ビ
ル
法
(※
1)

特
定
施
設
又
は
整
備
施
設
�

�

�

� �

�

� �

�
�

� �

�

�

� �

� �

○
出
札
、案
内
カ
ウ
ン
タ
ー
の
蹴
込
み
の

一
部
は
高
さ
60
ｃ
ｍ
程
度
以
上
、奥
行

き
40
ｃ
ｍ
程
度
以
上
と
し
、高
さ
は
、7
5ｃ

ｍ
程
度
と
す
る
。
�

○
出
札
、案
内
カ
ウ
ン
タ
ー
の
１
箇
所
に
視

覚
障
害
者
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設
す
る
。
�

○
出
札
、案
内
カ
ウ
ン
タ
ー
の
つ
い
た
て
ま

で
の
奥
行
き
は
、3
0～
40
ｃ
ｍ
と
す
る
。
�

◇
金
銭
投
入
口
は
、高
さ
が
11
0ｃ
ｍ
程
度

と
し
、○
硬
貨
を
複
数
枚
同
時
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
�

○
主
要
な
ボ
タ
ン
は
、1
10
ｃ
ｍ
程
度
の
高

さ
を
中
心
に
配
置
し
、カ
ウ
ン
タ
ー
下
部

に
高
さ
60
ｃ
ｍ
程
度
以
上
の
蹴
込
み
を

設
け
る
。
�

○
運
賃
等
の
主
要
な
ボ
タ
ン
は
、点
字
テ

ー
プ
を
貼
り
付
け
る
。
�

◇
点
字
ボ
タ
ン
の
料
金
表
示
は
、周
辺
と

の
明
度
差
を
大
き
く
し
、弱
視
者
の
利

用
に
配
慮
す
る
。
�

○
券
売
機
の
横
に
点
字
運
賃
表
を
設
置

し
、◇
弱
視
者
に
配
慮
し
て
、可
能
な

限
り
大
き
な
文
字
を
示
す
。
�

○
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
式
は
、点
字
表
示
付
き

の
テ
ン
キ
ー
を
設
置
し
、テ
ン
キ
ー
を
設

置
し
た
券
売
機
に
は
音
声
案
内
を
設

置
す
る
。
�

○
主
な
経
路
上
に
休
憩
の
た
め
の
ベ
ン

チ
等
を
設
け
る
。
�

○
水
飲
み
台
は
、高
さ
70
～
80
ｃ
ｍ
と
し
、

壁
付
き
の
場
合
は
、奥
行
き
35
～
40
ｃ

ｍ
程
度
と
す
る
。
�

◇
授
乳
室
や
お
む
つ
替
え
の
で
き
る
場
所

を
設
け
、ベ
ビ
ー
ベ
ット
や
給
湯
設
備
等

を
設
け
る
。
�

◇
急
病
人
や
け
が
人
な
ど
が
休
む
た
め
、

救
護
室
を
設
け
る
。
�

○
電
話
機
の
１
台
以
上
は
、電
話
台
の
高

さ
が
70
ｃ
ｍ
程
度
、電
話
置
台
の
台
下

の
高
さ
を
60
ｃ
ｍ
程
度
以
上
、蹴
込
み

の
奥
行
き
は
45
ｃ
ｍ
以
上
と
す
る
。
�

④
カ
ウ
ン
タ
ー
の
う
ち
１
以
上
は
、常
時
勤
務
す
る
者
が
容
易

に
対
応
で
き
る
場
合
を
除
き
、車
い
す
使
用
者
の
円
滑
な

利
用
に
適
し
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。
�

①
乗
車
券
等
の
販
売
を
行
う
も
の
が
常
時
対
応
す
る
場
合

を
除
き
、乗
車
券
等
販
売
所
に
券
売
機
を
設
け
る
場
合
は

、そ
の
１
以
上
は
、高
齢
者
、身
体
障
害
者
等
の
円
滑
な

利
用
に
配
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
�

①
旅
客
の
円
滑
な
流
動
に
支
障
の
あ
る
場
合
を
除
き
、高
齢

者
、身
体
障
害
者
等
の
休
憩
設
備
を
１
以
上
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
�

そ の 他 の 旅 客 設 備�

2券
売
機
�

3休
憩
設
備
�

�

�

� �
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※ガイドラインの欄の○は標準的内容、◇はなお一層望ましい内容を示しています。

整
備
基
準
�

や
さ
ま
ち
条
例
(※
3)

特
定
施
設
又
は
整
備
施
設
�

�
○
電
話
の
ダ
イ
ヤ
ル
や
ボ
タ
ン
の
高
さ
は
、

90
～
10
0ｃ
ｍ
程
度
と
す
る
。
�

◇
１
台
は
、音
声
増
幅
装
置
付
電
話
機
と

し
、ま
た
、外
国
人
の
利
用
の
多
い
施

設
で
は
、英
語
表
示
可
能
な
電
話
を
設

置
す
る
。
�

◇
公
衆
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
設
置
や
携
帯
電
話
、Ｐ
Ｈ

Ｓ
な
ど
が
利
用
で
き
る
環
境
と
す
る
。
�

①
敷
地
出
入
口
か
ら
建
物
内
の
目
的
地
に
至
る
ま
で
の
案
内

表
示
を
設
置
す
る
。
�

①
非
常
時
に
避
難
し
や
す
い
位
置
に
、高
齢
者
及
び
障
害
者

に
配
慮
し
た
１
以
上
の
客
室
を
設
け
る
。
�

②
車
い
す
の
移
動
及
び
転
回
に
支
障
の
な
い
床
面
積
と
す
る
。
�

③
床
は
、滑
り
に
く
い
仕
上
げ
で
、段
差
は
設
け
な
い
。
�

④
便
所
は
腰
掛
便
器
と
し
、便
所
、洗
面
所
又
は
浴
室
に
は
、

手
す
り
を
設
け
る
。
�

①
車
い
す
使
用
者
用
客
席
を
、出
入
口
か
ら
容
易
に
到
達
で

き
、か
つ
避
難
し
や
す
い
場
所
に
１
以
上
設
け
る
。
�

②
車
い
す
使
用
者
用
の
客
席
は
、幅
が
85
ｃ
ｍ
以
上
、奥
行
き

が
11
0ｃ
ｍ
以
上
と
す
る
。
�

③
車
い
す
使
用
車
用
の
客
席
は
、床
は
滑
り
に
く
く
、平
坦
な

仕
上
げ
と
す
る
。
�

④
車
い
す
使
用
者
用
の
客
席
は
、そ
の
旨
を
表
示
す
る
。
�

⑤
客
席
出
入
口
か
ら
車
い
す
使
用
者
用
客
席
に
至
る
通
路

は
、幅
を
12
0ｃ
ｍ
以
上
と
し
、高
低
差
が
あ
る
場
合
は
、廊
下

等
の
傾
斜
路
の
構
造
等
と
同
じ
と
す
る
。
�

※
4�
：
国
土
交
通
大
臣
の
告
示
に
よ
り
、緩
和
規
定
が
あ
る
事
項
。
�

※
5�
：
一
定
の
要
件
の
も
と
、設
備
の
変
更
が
で
き
る
事
項
。
�

※
6�
：
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
で
は
、適
用
部
分
の
設
定
が
な
い
事
項
。
�

※
7�
：
利
用
円
滑
化
経
路
と
は
、高
齢
者
、身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
経
路
を
い
う
。
�

※
8�
：
視
覚
障
害
者
利
用
円
滑
化
経
路
と
は
、道
等
か
ら
案
内
設
備
ま
で
の
視
覚
障
害
者
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
経
路
を
い
う
。
�

� （
そ
の
他
）�

※
ガ
イド
ラ
イ
ン
の
欄
に
は
、利
用
円
滑
化
基
準
と
同
じ
内
容
は
記
載
し
て
い
な
い
。
�

※
誘
導
・
位
置
・
案
内
サ
イ
ン
、可
変
式
情
報
表
示
装
置
の
詳
細
は
、ガ
イド
ラ
イ
ン
を
参
考
と
す
る
こ
と
。
�

� �
�

�
�

�

� � � � �
� �

� � � ��

� � � �

� �
�

�
�

�
�

整 備 施 設�

�

1案
内
表
示
�

2客
室
�

３
劇
場
、集
会
場
等
の
構
造
�
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●通過に必要な最低幅�

●余裕のある通過及び通行に必要な最低幅�

●車いすと人のすれ違いの最低幅�

●車いす使用者と車いす使用者のすれ違いの最低寸法�

●松葉杖使用者が円滑に通行できる幅�

●電動車いすが360度回転できる最低寸法�

●車いすが360度回転できる最低寸法�

●車いすが180度回転できる最低寸法�

有効幅：80cm

有効幅：90cm

有効幅：135cm 有効幅：150cm

有効幅：140cm

有効幅：170cm

有効幅：180cm

有効幅：180cm

有効幅：120cm

３－３　車いすの移動を考慮した必要幅等の参考数値
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便器洗浄�
押ボタンスイッチ�

平面鏡�

背もたれ�

トイレ呼出押ボタン�

便
座
高
さ
40
0程
度
�

便
座
～
手
す
り
25
0程
度
�

洗
面
器
上
面
75
0程
度
�

鏡
下
端
80
0程
度
�

10
00
程
度
�

パウチ・しびん�
洗浄水栓�

ベビーチェア�

可動式手すり�

空間200以上�
洗面器�

手洗器�

便器長さと�
同程度�

折りたたみシート� 収納時300

使用時1620

有
効
開
口
90
0以
上
�

空
間
70
0以
上
�

30
0�

以
上
�

2000以上�便器先端～手すり�
250程度�

400

20
00
以
上
� 手
す
り
間
隔
�

70
0程
度
�

23
0

35
0～
40
0

○2,000×2,000タイプ

標準的な多機能トイレの例です。
トイレに介助が必要な重度障害者
の利用できるスペースと設備を設
けています。またオストメイトや乳
児と一緒の人への配慮も盛り込ま
れています。

３－４　トイレのディテール
　トイレは、ＵＤによる設計が最も要求される場所であり、設備機器メーカーでは、早い時期か
らだれもが使いやすい商品の開発や空間の提案を行っています。小さな建物や改修工事等で十
分な規模が確保できない場合でも次の例を参考に工夫をすることで、だれもが使いやすいトイ
レにすることができます。

※１電動車いすが円滑に転回するためには、
直径180cmのスペースが入る便房が望ま
しい。

※２オストメイト対応設備はできる限り次
頁のような専用の汚物流しを設ける。

※３トイレ呼出押ボタン等の位置は、利用者
の意見を聴き、誤操作がなく、かつ、わか
りやすい位置に設ける。
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平面鏡�

便
座
高
さ
40
0程
度
�

便
座
～
手
す
り
25
0程
度
�

洗
面
器
上
面
75
0程
度
�

鏡
下
端
80
0程
度
�

10
00
程
度
�

70
0程
度
�

洗面器�

便器長さと�
同程度�

便器先端～手すり250程度�

空間1200以上�

便器洗浄押ボタンスイッチ�

照明�

ベビーチェア�

全身鏡�

可動手すり� 背もたれ�

石けん水入れ�
シングルフック�

サーモスタット�
混合栓�

折りたたみシート�

有
効
開
口
�

90
0以
上
�

60
0以
上
�

2200以上�

400

25
00
以
上
�

手
す
り
間
隔
70
0程
度
�
23
0

35
0

汚物流し�
�

350～400

使
用
時
16
20

空
間
70
0以
上
�

収
納
時
30
0

温水洗浄機能付便座�可動式手すり� 手洗器�

汚物入れ�

トイレ呼出押ボタン�

便器洗浄�
押ボタンスイッチ�

○2,500×2,200タイプ

標準的な多機能トイレに、オス
トメイトの排泄物処理のため
の汚物流しなどの設備を付加
したプランです。

※１トイレ呼出押ボタン等の位置は、利用者
の意見を聴き、誤操作がなく、かつ、わか
りやすい位置に設ける。
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便器洗浄�
押ボタンスイッチ�

パウチ・しびん洗浄水栓�

手すり�
背もたれ�

トイレ呼出�
押ボタン�

汚物入れ�

手洗器�

2000以上�

1600

可動式手すり�

ロールスライドドア�

空
間
70
0以
上
�

有
効
開
口
�

90
0以
上
�

便
座
高
さ
40
0程
度
�

便
座
～
手
す
り
25
0程
度
�

手
洗
器
上
面
76
0程
度
�

手
す
り
間
隔
�

70
0程
度
�

15
00
以
上
�

空間1200以上�

便器先端～手すり�
250程度�

便器長さと�
同程度�

23
0

○2,000×1,500タイプ

既存トイレの改修や小規模
施設など、十分な空間が取
れない場合の多機能トイレ
のプランです。
車いす使用者やベビーカー
を押している人も利用は可
能です。

※１トイレ呼出押ボタン等の位置
は、利用者の意見を聴き、誤操
作がなく、かつ、わかりやすい
位置に設ける。
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便器洗浄�
押ボタンスイッチ�

トイレ呼出押ボタン�

便
座
高
さ
40
0程
度
�

便
座
～
手
す
り
25
0程
度
�

洗
面
器
上
面
76
0程
度
�

パウチ・しびん�
洗浄水栓�

ベビーチェア�

可動式手すり�

手洗器�

便器長さと�
同程度�

便器先端～�
手すり250程度�

有効開口900以上�

2200以上�

1450

12
00
以
上
�

90
手
す
り
間
隔
�

70
0程
度
�

手すり�

汚物入れ�

背もたれ�

○2,200×1,200タイプ

小規模な施設でスペースに制
約がある場合の多機能トイレ
のプランです。
一般のトイレブースをわずか
に広くし、工夫することで、車
いす使用者やベビーカーを押
している人の利用も可能です。

※１トイレ呼出押ボタン等の位置
は、利用者の意見を聴き、誤操
作がなく、かつ、わかりやすい
位置に設ける。
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400程度� 900程度�

600

11
80
程
度
�

手すり� 小便器�

おだれタイル�

荷物棚�

400程度� 900程度�

600

手すり� 小便器�

おだれタイル�

荷物棚�

床置式小便器プラン�

壁掛式小便器（低リップタイプ）プラン�

32
0

16
0

30
0

200

11
80
程
度
�

32
0

16
0

35
0

200
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洗
面
器
上
面
�

75
0程
度
�

� 11
00
程
度
�

� 19
00
程
度
�

� 70

鏡�

ベビーチェア�

洗面器�

手すり�
700

500程度� 900程度�

3200程度�

450程度�

洗面器上面�
550程度�

13
00
程
度
�

70

洗
面
器
上
面
�

75
0程
度
�

� 11
00
程
度
�

� 19
00
程
度
�

� 70

鏡�

ベビーチェア�

洗面器�

手すり�
700

500程度�
壁掛洗面器プラン�

カウンター室洗面器プラン�

900程度�

2900程度�

450程度�

洗面器上面�
550程度�

13
00
程
度
�

70

※１手すりの設置については、障害
の状態により使いづらい場合
があるため、手すりを設けず
に、洗面台に体を支える強度を
もたせる場合もあります。

※２自動水栓は、手動でも操作がで
きるものが望ましいといえま
す。
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３－５　案内用図記号

　案内用図記号は、年齢や国籍を問わず、一目でその内容を直感的に理解できることから文字
情報と併用して使用することが望ましいといえます。現在ＪＩＳ　Ｚ　8210に規定されており、
ＪＩＳ規格の原案ともいえる交通エコロジー・モビリティ財団で定めた「標準案内用図記号」は
ホームページからダウンロードができます。
　なお、標準案内用図記号については平成１２年１０月に日本で開催されたＩＳＯの一般案内
用図記号分科委員会において、国際標準化に向け提案されており、現在ＩＳＯにおいて検討が
行われています。
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シャワー� 浴室�水飲み場�
Shower Bath Water fountain

キャッシュサービス�

郵便� 電話� ファックス� カート� エレベーター�

エスカレーター� 階段� 乳幼児用設備� クローク�

更衣室� 更衣室（女子）�

Cash service

Post Telephone Fax Cart Elevator

Escalator up
エスカレーター�
Escalator down Stairs Nursery Cloakroom

Dressing room Dressing room (women)

喫煙所�

チェックイン / 受付� 忘れ物取扱所� ホテル / 宿泊施設� きっぷうりば / 精算所� 手荷物一時預かり所�

コインロッカー� 休憩所 / 待合室� ミーティングポイント� 銀行・両替�

［ 注２］�
（通貨記号�
　差し替え可）�

［ 注２］�
（通貨記号�
　差し替え可）�

Smoking area
喫煙所�
Smoking area

Check-in / Reception Lost and found Hotel / Accommodation Tickets / Fare adjustment Baggage storage

Coin lockers Lounge / Waiting room Meeting point Bank, money exchange

（備考）�
　火災予防条例で下記の図記号の使用が規定�
　されている場所には、下記の図記号を使用�
　する必要がある。�※�

40 項目�

案内所� 情報コーナー� 病院� 救護所� 警察�

お手洗� 男性� 女性� 身障者用設備� 車椅子スロープ�

飲料水�

Question & answer Information Hospital First aid Police

Toilets Men Women Accessible facility Accessible slope

Drinking water

公共・一般施設図記号　Public Facilities

案内用図記号
（詳しくは　JIS Z 8210　を参照下さい。）



74

第３章　ＵＤデータブック

17 項目�

5 項目�

くず入れ�
Trash box

レストラン� 喫茶・軽食� バー�
Restaurant Coffee shop Bar

会計�ガソリンスタンド�
CashierGasoline station

［ 注２］�
（通貨記号�
 差し替え可）�

到着� 乗り継ぎ� 手荷物受取所�
Arrivals Connecting flights Baggage claim

税関 / 荷物検査� 出国手続 / 入国手続 / 検疫 / 書類審査�
Customs / Baggage check Immigration / Quarantine / Inspection

交通施設図記号　Transport Facilities

レンタカー� 自転車� ロープウェイ� ケーブル鉄道�

駐車場� 出発�

Rent a car Bicycle Cable car Cable railway

Parking Departures

航空機 / 空港� 鉄道 / 鉄道駅� 船舶 / フェリー / 港�
Aircraft / Airport Railway / Railway station Ship / Ferry / Port

ヘリコプター / ヘリポート�バス / バスのりば�

タクシー / タクシーのりば�

Helicopter / Heliport Bus / Bus stop

Taxi / Taxi stop

リサイクル品回収施設�
Collection facility for
the recycling products

商業施設図記号　Commercial Facilities
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9 項目�

4 項目�

18 項目�禁止図記号　Prohibition

自転車乗り入れ禁止�

立入禁止� 走るな / かけ込み禁止� さわるな� 捨てるな�

飲めない�

No bicycles

No admittance Do not rush Do not touch Do not throw rubbish

Not drinking water

禁煙�一般禁止�
No smokingGeneral prohibition 

※�
※�

進入禁止�
No entry

駐車禁止�
No parkingNo open flame

火気厳禁�
※�

（備考）�
　火災予防条例で下記の図記号の使用が規定�
　されている場所には、下記の図記号を使用�
　する必要がある。�

携帯電話使用禁止�
Do not use mobile phones

電子機器使用禁止�
Do not use electronic devices

撮影禁止�

フラッシュ撮影禁止�

Do not take photographs

Do not take flash photographs
ベビーカー使用禁止� 遊泳禁止� キャンプ禁止�
Do not use prams No swimming No camping

［ 注１］�
（文字による補助�
表示が必要）�

展望地 / 景勝地� 陸上競技場� サッカー競技場� 野球場� テニスコート�

海水浴場 / プール� スキー場� キャンプ場� 温泉�

View point Athletic stadium Football stadium Baseball stadium Tennis court

Swimming place Ski ground Camp site Hot spring

観光・文化・スポーツ施設図記号　Tourism, Culture, Sport Facilities

安全図記号　Safety

消火器� 広域避難場所�
Fire extinguisher Safety evacuation area 

※�
非常電話� 非常ボタン�
Emergency telephone Emergency call button
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8 項目�

9 項目�

天井に注意� 感電注意�
Caution, overhead Caution, electricity

一般注意� 障害物注意� 上り段差注意�
General caution Caution, obstacles Caution, uneven access / up

※�

下り段差注意�

滑面注意� 転落注意�

Caution, uneven access / down

Caution, slippery surface Caution, drop

［ 注１］�
（文字による補助�
表示が必要）�

［ 注１］�
（文字による補助�
表示が必要）�

矢印�
Directional arrow 

※�

二列並び�
Line up in twos

一列並び�
Line up single file

四列並び�
Line up in fours

三列並び�
Line up in threes

一般指示� 静かに�
General mandatory Quiet please

左側にお立ちください�
Please stand on the left

右側にお立ちください�
Please stand on the right

※�

応用例 
variant

［ 注１］�
（文字による補助�
表示が必要）�

［ 注１］�
（文字による補助�
表示が必要）�

［ 注１］�
（文字による補助�
表示が必要）�

［ 注１］�
（文字による補助�
表示が必要）�

［ 注１］�
（文字による補助�
表示が必要）�

［ 注１］�
（文字による補助�
表示が必要）�

指示図記号　Mandatory

注意図記号　Warning
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ペット持ち込み禁止�飲食禁止�
No uncaged animalsDo not eat or drink here

安全バーを閉める� 安全バーを開ける� 徒歩客は降りる� スキーの先を上げる� スキーヤーは降りる�
Close safety bar Open safety bar Get off  Raise ski tips Skiers have to get off 

※�※� ※�※�※�

指示図記号　Mandatory

店舗 / 売店� 新聞・雑誌� 薬局�
Shop Newspapers, magazines Pharmacy

手荷物託配�理容 / 美容�
Baggage delivery serviceBarber / Beauty salon

博物館 / 美術館�公園�
Park Museum

歴史的建造物� 応用例 1 応用例 2

自然保護� スポーツ活動� スカッシュコート� Tバーリフト� 腰掛け式リフト�

Historical monument variant 1 variant 2

Nature reserve Sporting activities Squash court  

※� ※� ※� ※�※�

T bar lift Chairlift 

非常口�
Emergency exit 

※�

安全図記号　Safety

観光・文化・スポーツ施設図記号　Tourism, Culture, Sport Facilities

観光・文化・スポーツ施設図記号　Tourism, Culture, Sport Facilities

商業施設図記号　Commercial Facilities

1 項目�

5 項目�

5 項目�

5 項目�

2 項目�禁止図記号　Prohibition

5 項目�

JIS規格以外の案内用図記号

“標準案内用図記号ガイドライン”に収録されている図記号で、表示事項と機能を変えない範囲で図材を変更できるもの。

“標準案内用図記号ガイドライン”に収録されている図記号で、消防法令で定められたもの

“標準案内用図記号ガイドライン”に収録されている図記号で、ISO7001（一般案内用図記号）に関わるもの
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３－６　国際障害者交流センター（ビッグアイ）でのプロセスと成果

設計検証評価チームの組織

厚生省�

建設省�
近畿地方建設局�

日建設計�
ワーキンググループ�
摂南大学 田中教授�

障害者モニター�

発注者�

国連・障害者の十年記念施設�
建設に向けての検討会�

アドバイザー�
（学術経験者・識者�
　障害者団体代表）�

　国際障害者交流センターは、公募型プロ
ポーザル※1により設計者が選定され、障害者
を対象とした研修・文化・宿泊施設の整備にあ
たり、モックアップ※2による実証実験を実施
しています。障害者に実際に使ってもらうこ
とで、設計内容を検証し、実際の施工段階でも
幅広く意見が取り入れられるように配慮され
ています。具体的なプロセスと成果の概要は
次のとおりです。

Ａタイプ宿泊室原案に対するヒアリング結果�

Ａタイプ宿泊室の机上検討案（２）の検討結果�
Ａタイプ宿泊室の机上検討案（２）（S=１／１４０）�

Ａタイプ宿泊室の机上検討案（１）（S=１／１４０）�

Ａタイプ宿泊室の机上検討案（１）の検討結果�

Ａタイプ宿泊室の原案（S=１／１４０）�
●浴室�
・ワードロープをデスク横に移し、浴槽横の移乗部分を広く取る。有効60cmは必要。�
・動作を考えて、移乗部分、シャワー、カランの位置関係を検討する。�
●洗面台・便所まわり�
・洗面カウンターをとりやめる。�
・洗面台を小さくして、便器の手すりは可動（垂直）とする。�
・洗面カウンター前面、下面のカバーはじゃまにならないか。�
・洗浄便座のコントロールパネルをじゃまにならないように。�
●ワードロープ�
・コートが掛けられる高さがあるか。車いす使用者にはアタッチメントがあれば良い。�

�

●シャワー�
・浴槽移乗台横にシャワーがあれば車いす使用者でも移乗台にてシャワーを使いやすい。�
　一方、ほかの障害者にとっては背面にシャワーがあることになり使いにくい。�
●洗面�
・車いすが下にはいる薄型の洗面器に配置。下面カバーはとりやめる。（エプロンH65mm）。�
●トイレ�
・手すりは乗り移り用の縦型手すり、姿勢保持・移動用の手すり兼用腰壁、�
 はね上げ手すり背もたれ付きとしている。洗浄便座のスイッチは便器横の壁に設置。�
 縦手すりは便器先端より200mm程度に設置。�
●リフト�
・介助を必要としない車いす使用者を対象とし、設置しない�
●手すり�
・手すりには「体を支える」「つかむ」という機能があり、腰壁では「つかむ」ことが難しい。�
 L型手すりを多くつけると目障りになるので、周囲に横手すりをまわす方法もある。�
●ベッドの配置�
・頭の位置に、空調の吹き出しの風がまともにあたる。�
・ナイトパネルが各ベッドに１台づつ必要。�
・ベッドの上部にナイトパネルが来るため、車いすでは近寄れない。�
・入り口から入ったときに真正面にベッドが見えるため、前室との間に扉が必要となっている。�
・ベッドのボトム側のスペースが狭いため、理念の取り替えが不便である。�
●その他�
・ソファベッド（エキストラベッド）が、横型のものしか置けない。�
・ワードロープが引き違い扉でＷ1,200mmでは車いすで近寄るには狭い。�

介助を必要としない車いす使用者や視覚・聴覚障害者などを対象に計画、健常者にも受け�
入れられるデザイン、機能の中に障害への配慮をさりげなく盛り込むことを意図。�
●水まわり�
・浴槽＋トイレ＋洗面のユニットバス、浴槽外での洗いも可能。�
●浴槽�
・ワードロープ位置を変更し、浴槽横に移乗台を確保。�
浴槽は大きすぎず小さすぎない大きさに統一（275l・1.05×0.61m）。�

●ベッドの配置�
・吹出しの風は当たらないようにする。�
・ナイトパネルは共通で１台とし、車いすでも寄りつけるようにする。�
・入り口から入ったときにベッドは見えないため、前室とのあいだの扉はやめる。�
・ベッドのボトム側のスペースは広くする。�
●その他�
・ソファベッドは縦型のものとする（マットレスにしたときにテラスへの避難通路が狭い�
 ため、モックアップではマットレス幅を780mmと小さくして避難通路を確保した）。�
・入り口まわりは広くなっている。テレビ台、デスクを一体化したものとする。キャスター�
 付きチェストを置くこともできる。�
・ワードロープを、引き違いでＷ1,300mmに広げる。�

廊下�

前室�

前室�

廊下�

廊下�

姿見�

カウンター�
埋込洗面器�

UB

UB

PS

PS

宿泊室�

宿泊室�

エキストラベッド�

エキストラベッド�

ベッド�

ベッド�

ベッド�

ベッド�

バルコニー�

バルコニー�

手すり、背もたれ�
手すり代わりの腰壁�

縦手すり�

L型手すり�

（CH-2,600）�

（CH-2,050）�

（CH-2,300）�

2,550 8,000 1,700

1,700

1,100

2,550 8,000

1,
00
0

1,
10
0

1,
00
0
80
0

10
0

10
0

10
0

75
0

4,
00
0

4,
00
0

90
0

90
01,000

1,
40
0

ソファベッド マットレス�
970×1,870

キャスター付き�
チェスト兼�
トランク台 650×550

下部冷蔵庫�

ナイト�
パネル�

ベッド�
970×�
2,030

4,
00
0

（CH-2,600）�
（CH-2,180）�

900

1,300

1,000972　�

φ1
,50
0

φ1
,50
0

φ1
,50
0

※1 公募型プロポーザルとは特定の人ではなく、多くの人が参加できる提案方式で、作品による提案ではなく、設計主旨や取り組む考え方などで人を選ぶ選定方式。
※2 モックアップとは実物大の模型。図面では、なかなか設計内容がわかりにくいが、実物大の室内模型等を作り、使い勝手等を検証することで、より具体的な意見の

把握が可能となる。　　　　　
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廊
　
　
下

廊
　
　
下

廊
　
　
下

廊
　
　
下

廊
　
　
下

モックアップモックアップモックアップモックアップモックアップ（（（（（一一一一一次次次次次））））） モックアップモックアップモックアップモックアップモックアップ（（（（（二二二二二次次次次次））））） 完 成 建 物完 成 建 物完 成 建 物完 成 建 物完 成 建 物

設計図�

机上検討� モックアップ(1次) モックアップ(2次)

施工図� 工事� アフターフォロー�

→

設計検証評価のフロー
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３－７　県内のユニバーサルデザインによる施設整備の概要

　県内の公共施設の整備にあたり、利用者の声を聞きながら
設計された事例から、一部をご紹介すると次のとおりです。
　なお、ＵＤによる建物づくりは、設計時に一度ワーク
ショップや意見交換会などを行うことだけではなく、時に
は、段階的に意見を聞きながら整備を行うことも必要です。
県庁舎の改修などは、このような手法が取られています。
　

                （� 公� 共� 施� 設� 名� 称� ）� 

（時期）� 熊本テルサ� くまもと県民交流館（パレア）� 県庁舎本館改修�  ＪＲ水前寺駅�   道の駅（錦町）� 

Ｈ５� 

 

Ｈ６� 

       設計�

Ｈ７� 

       工事� 設計�

Ｈ８� 

       ワークショップa

Ｈ９� 

              設計�

Ｈ１０� 

 

Ｈ１１� 

ワークショップｂ� 工事�

Ｈ１２�

工事� ヒアリング� 設計�

Ｈ１３� アンケート� 設計�

ワークショップｃ� 工事�

Ｈ１４� 意見聴取会a 意見聴取会b 意見交換会c

（２�回�）� 工事�     

Ｈ１５� 

 

     熊本テルサ� 県民交流館（パレア）�  県庁舎本館改修� ＪＲ水前寺駅�  道の駅（錦町）� 

参加者等� 
（熊本テルサ）�ワークショップa:  
  ヒューマンネットワーク熊本�  
（県民交流館）�ワークショップｂ：�
（県庁舎改修工事）�� �  
 ワークショップｃ：�  

学識者、身体障害者福祉団体連合会、�
  県老人クラブ連合会、ヒューマンネットワーク熊本、�
  建築士ほか� 
ヒアリング：�
県立盲学校（先生、生徒）、日本オストミー協会、�

  県庁関係各課職員�     
 アンケート：対象階利用者職員�  
意見聴取会a:
老人クラブ連合会、県点字図書館、県立盲学校、�

  身体障害者福祉団体連合会� ほか� 
（ＪＲ水前寺駅�� 意見聴取会b:

学識者、障害者、校区住民（自治会、老人会）�
（道の駅（錦））� 意見聴取会c: 
  障害者の介護者、介護指導員、身体障害者団体��
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□県庁改修工事のプロセスと成果□県庁改修工事のプロセスと成果□県庁改修工事のプロセスと成果□県庁改修工事のプロセスと成果□県庁改修工事のプロセスと成果

（改修工事の流れとワークショップ等の実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第１期工事（１０～１３階）

第２期工事（ ８～ ９階）

第３期工事（ ６～ ７階）

第４期工事（ ３～ ４階） 

第５期工事（ ５階）

・ 視覚障害者誘導施設ヒアリング（視覚障害者関係者）  
・ 庁内職員トイレレビュー 

・ 第１期工事部分利用者（職員）アンケート 
・ オストメイト設備ヒアリング（オストメイト関係者） 

・ 施工済み部分ワークショップ（学識者、高齢者、障害
者、建築士、職員等） 

・庁内職員点字ブロック・手すり等レビュー
・高齢者、障害者等意見聴取 

・高齢者、障害者等意見聴取（主にサイン計画） 
 

全体的工事 

・外壁改修 
・耐震改修 
・ Ｂ２ 
  ～２階 

ＵＤ関連工事   地下大会議室スロープ、トイレ、授乳室、廊下・階段手すり、サイン工事ほか  

◇�視覚障害者誘導装置（ワークショップ等による意見と成果）�

 

○� どこに誘導しているかわからない誘導ブロック�
は不要。警告ブロックは必要。(弱視者) 

○� 狭い通路に誘導ブロックがあると車いすでは通�
行しにくい。手すりでいいのでは。(車いす使用者) 

○� ＥＶボタン正面、廊下からＥＶホールへ曲がる部�
分等に点状ブロックが１枚あるとわかりやすい。�
(全盲者)

○� 県庁新館の音声誘導は、上から声が聞こえるため�
方向がわか�りづらい。(全盲者) 

○� 誘導ブロックは黄色がわかりやすい。(弱視者) 

○� 人的な対応ができるため、１階の玄関～受付～身�
障者ＥＶ間のみ誘導ブロックを敷設し、その他の�
階は手すり誘導� 

○� 各階の身障者ＥＶ、階段前に点状ブロックの設置� 
○� 音声誘導装置はシステムが不統一であるので現�
状では設置しない。� 

○� 手すりへの点字サインの貼り付け� 
○� 誘導ブロックは黄色を基本とするが、明度差の確�
保を維持する範囲で既存設備との連続性も考慮� 

B1F

1F

2F

3F

12F

13F

大会議室�

注意喚起ブロック�
誘導ブロック�
手すりによる誘導ゾーン�

総合案内�

WC

WC

新館�新館�

新館�

新館�

WC

WC

WC

WC

プロムナード�

EVホール�
EV
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◇段差解消スロープ（実験検証と成果）� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１� 執務室のフリーアクセスフロアー化で生じた� 
 廊下とＥＶホールの段差解消のスロープ整備は� 

 施工済スロープにより利用者の意見を聴いた。� 
 １０～１２階� 勾配は１／１２� 
      スロープ部分を蛍光色テープで明示�

 ８～９階� 勾配は１／２０� 
      スロープ部分は仕上げを変え、歩く感� 
      触を変えた。� 
２� 地下大会議室は、車いすでの利用を考慮し、ス�

 テージやステージ前のフロア部分へのスロープ� 
 を設置した。（従前は入口前のみ車いす使用者が� 
 利用可能であった。）� 

○� 廊下とＥＶホール間の勾配は、すべて１／２０と�
し、スロープの仕上げ（滑り防止と感触の違い）�

を変えることで安全にも配慮� 
○� 地下大会議室のスロープは、限られたスペースの�
中で移動のしやすさ等も考慮�し、主要なスロープ�

の勾配を１／１４とし、中間に長さ２．５ｍ、幅�

１．８ｍの踊り場を設けることで離合に配慮� 

◇トイレ等（施設整備後の意見聴取と今後の課題）

（各階多目的トイレ）
○ 緊急呼出ボタンの高さを変えて設置してあるが、同じ壁面ではなく、各壁面に設置した方が良い。
○ 緊急呼出ボタンは、倒れたときに押せるよう、ヒモを長くするか、床面に近い位置に設置した方が良いが、車いすのフットレスト
の高さでは誤操作をすることが考えられる。

○ 鍵は掛けやすく、開けやすいものを採用し、使用中の表示が小さいので、扉に小窓を設けて中の照明状況を確認できるようにし
てはどうか。

○ １階のフィッテングボードは各階に設置して欲しい。
（各階一般トイレ）

○ トイレの床の色を男女で少し変えた方が良いのでは。
○ 車いすの人は洗面台の下に足が入らないので使えない。（視覚障害者は、台の下が空いていない方がぶつからず安全という意見
もある。）
（１階多機能トイレ、重度障害者用トイレ）

○ ブース内に子ども用洋式便座があった方がよい。
○ ベビーシートは、子どもを横向きに寝かせるようになっているが、おむつ交換はしにくい。（隣に授乳室があるので良いかも知れ
ないが）

○ オストメイト対応で多くの器具が設置されているが、利用者が混乱しないか。
○ 点字表示が欲しい。(弱視者)
○ 自動ドアボタンの操作に力を要する。(車いす使用者)
○ トイレ内の点灯時間は、１５分は短いため、３０分くらいにした方がよい。(車いす使用者)
○ トイレットペーパー、洗浄スイッチ、非常ボタン等の位置がまちまちというのが視覚障害者には困る。(弱視者)
○ 廊下からトイレまで片側に手摺をつけたらどうか。(高齢者)
○ 重度障害者用のトイレも使い勝手が良いよう手摺は固定式ではなく、可動式にして欲しい。(車いす使用者)
○ 重度障害者用トイレ内のベッドの高さが高く、介護者が抱え上げられないのではないか。
○ 便器の前に鏡はあって欲しくない。

大会議室に設けられたスロープ
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（（（（（トトトトトイイイイイレレレレレととととと授授授授授乳乳乳乳乳室室室室室のののののＵＵＵＵＵＤＤＤＤＤのののののアアアアアイイイイイデデデデデアアアアア）））））
◇トイレ機能のシステム化等

県庁改修工事では、一つのトイレにすべての人が利用しやすい機能を持たせることは、空間的にも困難であるため、次の
ようにトイレ整備を行っています。
○○○○○基基基基基準準準準準階階階階階トトトトトイイイイイレレレレレ（（（（（主主主主主とととととしししししててててて職職職職職員員員員員（（（（（障障障障障害害害害害者者者者者ををををを含含含含含むむむむむ。。。。。）））））ののののの利利利利利用用用用用ををををを想想想想想定定定定定）））））

・男女トイレ別に車いす使用者対応トイレ
　（簡易多機能トイレ）の設置
・簡易多機能トイレは、偶数階と奇数階で
　異なる便器の向きを採用
・簡易多機能トイレは誰にも利用しやすい
　位置に設置
・すべてのトイレブースに手摺を設置し、
　洋便器は温水洗浄機能付きを採用
　（和便器は男女トイレに１つ設ける）
・出入口に近い小便器に手すりを設置
・男子トイレの手洗いは２種類の高さのものを用意

○１階の重度障害者対応トイレ○１階の重度障害者対応トイレ○１階の重度障害者対応トイレ○１階の重度障害者対応トイレ○１階の重度障害者対応トイレ　

（（（（（介介介介介護護護護護ををををを要要要要要すすすすするるるるる重重重重重度度度度度障障障障障害害害害害者者者者者ののののの利利利利利用用用用用ををををを想想想想想定定定定定）））））
・重度障害者ではない車いす使用者等の利用も
可能な設備の採用

・介護がしやすい固定式ベッドの設置

○○○○○１１１１１階階階階階・・・・・地地地地地下下下下下１１１１１階階階階階ののののの多多多多多機機機機機能能能能能トトトトトイイイイイレレレレレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（（（（（多多多多多機機機機機能能能能能トトトトトイイイイイレレレレレははははは介介介介介護護護護護ををををを要要要要要すすすすするるるるる障障障障障害害害害害者者者者者利利利利利用用用用用ももももも想想想想想定定定定定）））））
・異性間介護を考慮した位置に設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・多機能トイレは電動車いす使用者にもゆったり使える広さ
の確保　　　　　　　　　　　　　　

・オストメイト対応設備の設置　　　　　　　　　
・ブース内に２つの手洗い器を設置し、１つは便座に座ったま
ま使える位置に設置

・ベビーシート、フィッテングボードの設置
・１階と地階で異なる便器の向き

◇プライバシーにも配慮した授乳室

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

授乳室は、男性の利用も想定

されます。このため、母乳を

与える女性のプライバシーに

配慮して、授乳室の奥に扉付

きの授乳室を設けています。

簡易多機能トイレ

手洗器とオストメイト対応設備（温水シャワー付）
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 第１回意見聴取会� 
 第２回意見聴取会� 
 第３回意見聴取会� 

 現地ワークショップ� 

  工事完了� 

各階のレイアウト（間仕切り）が完成した段階で視覚障害者誘導設備、�
サイン、各種設備機器、家具、運営等について、車いす使用者、視覚障�
害者、聴覚障害者の各団体から意見を聴取する。�  

点字ブロック等の予定位置、既設置設備機器等について意見を聴取する。� 

現地ワークショップでの意見を踏まえ、変更等を行い工事を完成させる。�  

 工事着手（躯体工事）�

□くくくくくまままままもももももととととと県県県県県民民民民民交交交交交流流流流流館館館館館「「「「「パパパパパレレレレレアアアアア」」」」」にににににおおおおおけけけけけるるるるるプププププロロロロロセセセセセスススススととととと成成成成成果果果果果

（利用者（主に障害者）の意見を把握するための流れ）

（（（（（意意意意意見見見見見聴聴聴聴聴取取取取取会会会会会でででででののののの主主主主主ななななな意意意意意見見見見見（（（（（共共共共共用用用用用設設設設設備備備備備ををををを除除除除除くくくくく））））））））））　　　　　　　　　　　　　　　（○：反映できた事項　□：反映できなかった事項）

（（（（（多多多多多機機機機機能能能能能トトトトトイイイイイレレレレレ）））））
□トイレの位置は、混んでいる場合に階を移動することを考えるとエレベーターから遠い。（車いす使用者）
○扉は、自動開閉式が良いが、一定時間の経過で自動に開くものは採用しないで欲しい。(車いす使用者)
○扉の開閉ボタンは、２つあると、中の「閉ボタン」を押して出る人がいるので「使用中」となり使えな　
　いため、１つにして欲しい。（車いす使用者）
○便器の位置は扉正面が望ましい。(車いす使用者)
○肘がかけれるように手すりと壁の間隔を空けて欲しい。(車いす使用者)
○洗浄はセンサー式が良いが、少し動いただけで洗浄されないようセンサーの位置を工夫して欲しい。(車いす使用者)
○シルエットが見えるすりガラスは採用しないで欲しい。(車いす使用者)
○洗面台の蛇口は手が届くところ、できれば横付けにして欲しい。(車いす使用者)
○押しボタンは区別がしやすいよう大きくボタン表示を行い、点字表記もして欲しい。(弱視者)

（（（（（各各各各各室室室室室出出出出出入入入入入口口口口口）））））
○扉は、可能な限り引き戸とし、取っ手のレバーは長くして欲しい。(車いす使用者)
○外開き戸はやめて欲しい。(視覚障害者)
（（（（（カカカカカウウウウウンンンンンタタタタターーーーー・・・・・給給給給給湯湯湯湯湯室室室室室流流流流流ししししし台台台台台）））））
○車いすでの利用を考慮し、高さ７０ｃｍで、高さ４０ｃｍ、奥行き６０ｃｍ程度の空間を下部に設けて欲しい。(車いす使用者)
○受付は、すべて車いす対応にすると視覚障害者はぶつかる危険があるし、いすは邪魔になるので、ハイカウンターと
ローカウンターにして欲しい。（取り合い部分は丸みを持たせて欲しい）（視覚障害者）

（（（（（会会会会会議議議議議室室室室室）））））
○磁気誘導ループ設備があれば補聴器使用者は聞き取りやすい。(車いす使用者)
○スイッチの位置は、床面から９０～１００ｃｍ程度の位置に設けて欲しい。(車いす使用者)
○電話機はハンドフリー機能があり、ボタンが大きいものとし、床置きにして欲しい。(車いす使用者)
（（（（（避避避避避難難難難難）））））
○車いす使用者が一時的に避難できる場所を検討して欲しい。(車いす使用者)
○聴覚障害者のために、非常時点滅装置を設置して欲しい。(聴覚障害者)

（（（（（サササササイイイイインンンンン・・・・・誘誘誘誘誘導導導導導ブブブブブロロロロロッッッッッククククク等等等等等）））））
○トイレサインは、男女マークの他に車いすマークも入れて欲しい。(車いす使用者)
○手すりの点字は、真上だとわからないので指先にふれるところに設置して欲しい。（視覚障害者）
□トイレの洗面所の前に点字ブロックがあった方がよい。(視覚障害者)
○音声誘導装置は、床埋め込み式センサーでは感知する点を通らないと反応しないので別の形式が良い。(視覚障害者)
○自動販売機は、点字標記や音声装置が付いたものが良い。（視覚障害者）
○点字ブロックの幅は40ｃｍが望ましいが、狭い廊下では２０ｃｍ程度でも構わない。（視覚障害者）
□ガラスの衝突防止表示は、目の高さとそれより低い位置に２本印をつけてもらいたい。（手すり代用）（視覚障害者）
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（（（（（建建建建建物物物物物利利利利利用用用用用開開開開開始始始始始後後後後後ののののの新新新新新たたたたたななななな取取取取取りりりりり組組組組組みみみみみ）））））
　建物を利用し始めた後で、ＵＤの観点から、利用者に直接建物を使いながら評価してもらうことは、将来の改修計画での貴
重なデータとなるほか、商業建築等では利用しやすい店舗かどうかの判断が直接的に検証でき、顧客の満足度や顧客を大切に
する企業姿勢を高めることで、集客に直接的な効果が期待できます。この利用者評価では、専門家だけではなく、日常的に利用
する人をターゲットとすることで高い効果が期待できます。
　パレアでは、ＵＤに関する知識の普及とともに、参加者がＵＤの観点から日常的に利用する建物への提案ができる感覚を育
てるため、小学生と親や中学生と連携し次のようなワークショップを実施しています。

　□熊本市内の小学校家庭教育学級で実施した親子ワークショップ
　　（所要時間：２時間　参加者：親子７組１７名　主催：熊本市立出水小学校家庭教育学級）

　□熊本市内の中学校の学年行事として行ったワークショップ
　　　　　　（所要時間：２時間　参加者：中学生：７０名　主催：真和中学校）

親子ワークショップの様子

市内の中学生によるワークショップの様子

サインを頼りに部屋探し�  

ＵＤ体験� 
・�車いす使用体験� 
・�高齢者疑似体験� 
・ ＵＤチェックシートの記入��

親子でアンケート表の記入� 

グループ単位で施設内ＵＤ探検� 
・�車いす使用体験� 
・�高齢者疑似体験� 

グループ単位でＵＤテーブル討�
議（ＵＤとは何か）� 

全体発表と講評� 
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1

１�

喫煙コーナー�

交流ロビー�

男女共同参画センター�
生涯学習推進センター�総合受付　兼�

階段室�

ＥＶホール�

館長室�

相談室�

男女共同�
参画センター�
電話相談室�

就業支援センター�

上部吹抜�

講師�
控室�

講師�
控室�

会議室・�
講習室�

会議室・�
講習室�

ミーティング�
ルーム�

相談室�

相談室�

事務室�

男女共同参画センター�

生涯学習推進センター�

就業支援センター�

湯沸室� 電算室�

会議室・講習室�

受付�

休養室�

会議室・講習室�

湯沸室�

ＥＳＣホール�

授乳室�

生涯学習�
相談コーナー�

印刷製本室�

男子�
更衣室�

女子�
更衣室�

階段室�
�

こども室�

会議室・�
講習室�

EPS

附室�

廊下２�

自販機�

男子便所�

コインロッカー�

植栽�多目的便所�

多目的便所�

廊下�

県民交流スペース�

アラーム弁室�
ル

倉庫� 収納室�

ＡＶコーナー�

図書情報コーナー�

子供放送局�

廊下�

書庫�

ホール�

女子便所�

廊下�

UP

UP

DN

DN

EPS SE

PS

SE
PS

UP

EA
OA

SE OA

DN

（くまもと県民交流館でのＵＤのアイデア）

だれもが利用しやすいように工夫され
た自動販売機

総合受付のローカウンターと
ハイカウンター

車いす使用者対応の流し台

乳幼児と安心して使える授乳室
車いす使用者がアクセスしやすい情
報ライブラリーの机

子どもにもわかりやすいピ
クトグラムの採用

扉向こうの状況がわかる
磨りガラスの引き戸

こどもの好奇心を育て、安全性に配慮さ
れたこども室

簡易に形状の変更が可能な
パレアルームの机磁気誘導ループの設置

高さの違うベンチ
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ＥＳＣホール�

音楽練習室�

音楽練習室�

映写・録音�
編集室�

自販機�
コインロッカー� 男子便所�

女子便所�

多目的便所�

多目的便所�

廊下�

前室�
練習室�

会議・講習室�

屋上広場�植裁�

階段室�

ＥＶホール�
喫煙コーナー�

クローク２� 受付�

大会議室（２）�大会議室（１）�

クローク１�

会議室・講習室�

ホール�

会議室・講習室�

吹抜�

・可動ステージ�
・演台�

DN

UP

受付�

廊下�

車いす使用者や子どもにも使いやすい
水飲み器（各階共通）

音声誘導センサー ２段手すりと点字表示（各階共通）

洗面所に設けられたベビーシート
（男女共通）

狭い廊下での車いすの通行にも配慮され
た幅15cmの誘導ブロック（各階共通）

高さ95cmに設けられたワイドス
イッチと40cmに設けられたコン
セント（各室共通）

低リップ式の小便器

行事案内用ペーパーホルダー機
能付きの大きな浮き出し文字の
室サイン（各室共通）

左右対称の多機能トイレ
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３－８　商店街・店舗についての施設整備要望

　　熊本商工会議所では、商店街へのＵＤ導入に関する調査研究のため、生活者に対するグルー
プインタビューを行っています。顧客満足の追求という商業の本質は、ＵＤの理念に最も近い
といえます。この中で店舗等の施設整備に関しては次のような意見が述べられています。

（（（（（主主主主主ににににに中中中中中心心心心心市市市市市街街街街街地地地地地ののののの店店店店店舗舗舗舗舗等等等等等へへへへへののののの意意意意意見見見見見）））））

１� ヒューマンネットワーク熊本（１０名）�                    
  （上肢障害、下肢障害、内部障害、言語障害のある人など）�  

 

 

 

 
 

２� 熊本県ろう者福祉協会（６名（＋手話通訳者１名））�  
  （耳が不自由な人）�               
�  
�  

  �  
  �  
  �  
�  
 �  

  � �  

３� 熊本県視覚障害者福祉協会連合会（２０名（＋ボランティア６名））�   
  （目が不自由な人）�                       
  �  
�  
�  
 �  
�  
� �  

  
�  
�
�  
�  
� �  
�

平成13年10月11日実施�

平成13年10月9日実施�

平成14年1月20日実施�

○昼間は公共機関のトイレに行けばよいが、夜は困る。ホテルを利用させていただいているが、夜に
利用できるトイレが銀座通りあたりにできると助かる。�

○公園のトイレは、管理が行き届かないから壊れた状態のままのものがあるため、ビルの一角に外か
ら使えるトイレがあるといい。�
○トイレドアのボタンが「開」「閉」２つあると、トイレを出る際に間違って内側から「閉」ボタンを押す
場合があり、トイレが使用中の状態のままになってしまう。�

○お気に入りの店は、１階で探すことが多く、２、３階、地階で探すことはない。誰かと行ってみて「入れ
るんだ」という店もある。みんなに知らせようと思ったことが最近あった。�
○最近、居酒屋が靴を脱がせるところが増えたのを感じる。�
○自分で買い物ができるようになりたい。�

○百貨店で休憩することが多い。�
○ホッとする所が欲しい。賑やかな中でも落ち着ける空間があると落ち着く。�
○公園はオープンすぎると休憩できないし、アーケードから遠いのであまり行かない。�
○コーヒーのおいしい店、オープンカフェに行きたい。�
○疲れたときに休めるいすや無料の休憩スポットが欲しい。店舗が狭くて動きにくい。�
○小さい店などは値段の表示が無いので困る。わざわざ聴いたりしないので買いたくてもそこでは買
わない。�
○新しく建てる建物では、設計の時点で要望を聞いて欲しい。�

○買い物は、入口がわかりやすいから大きな店、百貨店が多い。�
○弱視者にとっては、値札が小さいと困る。�
○一度行った店はどの辺りにどの商品があるか覚えて帰るが、店舗内の通路が狭かったり、種類が
多く見づらい場合は、難しい。�

○商品の展示の仕方や通路幅のゆとりが入りやすさを感じさせる。�
○店舗前に設置された立て看板にぶつかって倒し、怒られた事がある。�
○上通りの路面は木とタイルが交互にある。木の端に沿って歩けば歩行の頼りになるし、木の面の
ブロック数で店の場所がわかる。�
○目的の菓子店に行く際に「香り」は場所確認の重要な要素となっている。�
○レコード店に行きたい場合には、常時聞こえる店の音楽がランドマークになるが、目的ではない店か
らの音は邪魔になるので一概にはいえない。�
○音が立体的に聞こえると方向感覚がマヒするので、音量は小さくして欲しい。�
○トイレや休憩所は使いやすい施設にあたったことはない。�
○改善を行う場合には、着工前に意見を聴いて欲しい。�
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出典資料：商店街へのユニバーサルデザイン導入に関する調査研究報告書�
     熊本商工会議所（平成１４年３月）�  

４� 子育て中の主婦（５名）�                               

 
 

 

 

 
 

 

５� ご近所活動派・母心（高齢者）グループ（５名）�          
�

 

 

６� 重度障害者グループ（４名）�
 
 �  

 
 

   
 

 
 

�

平成13年11月19日実施�

平成13年11月20日実施�

平成13年11月21日実施�

○子どもが小さい頃はいつも一緒に行動したが、今は買い物が増えるので預けている間に済ませるこ
とが半々である。�
○子どもが同伴の時は、通路が広くゆっくり見れる店舗を選ぶ。�
○子どもと一緒に入れる飲食店がもっと欲しい。�
○乳児の頃は、一緒にいるのが当たり前で、他人に預けておく方が心配のためゆっくりできない。�
○ベンチは、子どもにちょっと飲み物を飲ませたりするのに良く利用する。もっとあったら良い。水飲み
は汚いが手を洗うには便利である。�
○子どもが小さい頃は車にベビーカーを積んでよく街へ行った。（ベビーカーによる移動に配慮して欲
しい。）�
○百貨店の手荷物預けは、冷蔵物も預けられるため、よく利用した。�

○商店街のお知らせも商店街の各店から「休憩所ができましたので立ち寄ってみてください」と言う
方が、ラジオ放送よりずっと効果が高い。�

○目の不自由な人が苦労されているので通りに商品を並べている店では買わないことにしている。�

○トイレの心配があるので短時間の目的で買い物を済ませる場合が多い。�
○自宅から買い物にまっすぐ向かって、寄り道せず帰ってくる。�
○ゆっくり楽しむという商店街での行動は難しい。トイレがわかりやすい場所に欲しい。�
○商店街の方が車いす体験をするといいのでは。�
○回転寿司のカウンターも低くなると助かる。�
○店づくりでは、取扱い商品をパネルで紹介するとわかりやすく、値札は大きくして欲しい。�
○郊外の映画館ではエレベーターがあり、車いすスペースがあるため子どもと映画に行けるが、市内
では席までスムーズに行けるところはなく、駐車場から映画館までが遠い。�
○雨の日は郊外の大型店舗の立体駐車場を利用する。駐車場にも屋根が欲しい。�
○雨の日はタクシーを頼むのも申し訳ない。雨でも濡れずに乗り降りの手伝いをしてもらえるような場
所が必要である。�

○郊外の大型店舗は駐車場に警備員がいて車いす使用者用の駐車場のポールを外し誘導してくれ
るので行きやすい。�
�

熊本市健軍商店街アーケード 熊本市上通アーケード街
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付.　指針の策定経緯と参考資料
付－１　策定経緯等

　この指針は、これまでの県内外のユニバーサルデザインによる建物整備の事例を参考とし、多く
の方から意見をいただき、また、ワークショップ等に参加しながら策定しています。具体的には次の
ような流れで策定しています。

（策定経緯）　
　平成１４年６月１４日 県庁内関係各課による検討会議（第１回）
　平成１４年６月１９日 県庁内関係各課によるワーキンググループ会議（第１回）
　　　　　　　　　　　　 県庁内関係各課職員によるＵＤ整備事例プレゼンテーションの開催
　平成１４年７月　８日 県庁内関係各課によるワーキンググループ会議（第２回）
　平成１４年７月１７日 県庁内関係各課による検討会議（第２回）
　平成１４年７月２５日　 公共的建築ユニバーサルデザイン指針策定委員会（第１回）
　平成１４年８月　５日 （社）熊本県建築士事務所協会とのガイドライン策定に係わる意見交換会（第１回）
　平成１４年８月１２日 （社）熊本県建設業協会建築部会とのガイドライン策定に係わる意見交換会（第１回）
　平成１４年８月１９日 （社）熊本県建築士事務所協会及び（社）熊本県建設業協会建築部会とのガイドライン

策定に係わる意見交換会（第２回）
　平成１４年８月２３日 県庁内関係各課によるワーキンググループ会議（第３回）
　平成１４年９月　４日 県庁内関係各課による検討会議（第３回）
　平成１４年９月２６日 公共的建築ユニバーサルデザイン指針策定委員会（第２回）
　平成１４年10月１２日 公共的建築ユニバーサルデザイン指針策定委員会ワークショップ
　平成１４年11月２５日 県政パブリックコメントの実施
　　　　　～12月２４日

（ＵＤ建物整備等に係る関連事項）
　平成１４年３月　６日　 ＪＲ水前寺駅舎整備に係る利用者意見交換会
　平成１４年５月２８日　 道の駅「錦」公衆トイレ整備に係る利用者意見交換会
　平成１４年７月　６日 熊本市立出水小学校家庭教育学級親子ＵＤワークショップ
　平成１４年８月２１日 県庁舎改修工事サイン計画意見聴取会
　平成１４年８月３０日 真和中学校第３学年学年行事ＵＤワークショップ
　平成１４年12月１３日 ＪＲ水前寺駅舎整備に係わるワークショップ

（策定委員会名簿）
田中　直人 （摂南大学工学部教授）　　
磯貝　恵三 （崇城大学芸術学部教授）　　
柏原　優一 （熊本県商店街振興組合連合会青年部理事）
藏元　昭一 （社団法人熊本県医師会理事）
竹田　勉 （社会福祉法人熊本県身体障害者福祉団体連合会理事）

　　　　　　　  友住　容子 （報徳保育園園長）　　　　　
西尾　剛人 （社団法人熊本県建設業協会建築部会会長）
萩野　仁美 （株式会社アイ・デザイン　チーフデザイナー）

　　　　　　　　村上　良知 （熊本県立大学環境共生学部教授）
八木　龍平 （社団法人熊本県建築士事務所協会会長）
山口　佐智子 （熊本市消費者団体連絡会監事）
渡邊　一成 （社団法人熊本県老人クラブ連合会事務局次長）　           敬称略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

座長
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付－２　参考資料

　
　この指針は、次のような資料及び建物整備事例を参考に策定しています。

（建物整備参考事例）　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０音順）

　１　Ｒ＆Ｂ熊本ワシントン通　 熊本県熊本市下通２－２－１８
　２　アクアドーム 熊本県熊本市荒尾2-1-1
　３　九州電力熊本支店 熊本県熊本市上水前寺1-6-36
　４　熊本県警察本部運転免許センター 熊本県菊陽町手川2655
　５　熊本県庁舎 熊本県熊本市水前寺6-18-1
　６　熊本県民交流館「パレア」 熊本県熊本市手取本町8-9
　７　熊本テルサ 熊本県熊本市水前寺公園28-51
　８　ＫＫＲホテル熊本　 熊本県熊本市千葉城町3-31
　９　草千里公衆トイレ 熊本県阿蘇町
１０　鶴屋百貨店東館 熊本県手取本町8-1
１１　びぷれす熊日会館 熊本県熊本市上通2-12
１２　国際障害者交流センター「ビッグ・アイ」　　　　　　　　　　　　　　　 大阪府堺市茶山台1-8-1
　
　（参考資料一覧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０音順）　
　１　移動円滑化建築設備等ガイドライン 国土交通省
　２　建築を誰にでも使いやすいものにするための設計指針　　　　　　　　　　　 （株）日建設計
　　　（ノーマライゼーション設計指針９５）

　３　公共交通機関旅客施設の移動円滑化ガイドライン　　　　 交通エコロジー・モビリティ財団
　４　視覚障害者誘導用ブロック設置 熊本県土木部道路維持課

 社会福祉法人熊本視力障害者福祉会
　５　すべての人にやさしいトイレをめざして    　　　　　　　　交通エコロジー・モビリティ財団
　６　商店街へのユニバーサルデザイン導入に 熊本商工会議所
　　　関する調査研究報告書
　７　バリアフリーカタログ（パブリックトイレ編）   ＴＯＴＯ
　８　ひと目でわかるシンボルサイン　 交通エコロジー・モビリティ財団
      （標準案内用図記号ガイドブック）

　９　ユニバーサルデザインを活かした建築設計　　　 静岡県都市住宅部、公共建築における

　　　（誰もが使いやすい建物づくり・ビジュアルガイド２００１）  ユニバーサルデザイン研究会
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究極のバリアフリー駅をめざして

くまもとカラーガイド　色彩景観ガイドライン

建築とユニバーサルデザイン

五感を刺激する環境デザイン

サイン環境のユニバーサルデザイン

視覚障害者が街を歩くとき

住民工学としてのユニバーサルデザイン

すべての人にやさしいまちづくり事例集

誰にとっても快適な空間としての駅等の交通

施設整備に向けて

－ユニバーサルデザインによる交通施設整

備による都市再生をめざして－

淡海ユニバーサルデザイン点検プログラム

デザインの未来

都市交通のユニバーサルデザイン

緑空間のユニバーサルデザイン

みんなでつくるまちづくり手引書

森のユニバーサルデザイン

ユニバーサル・デザイン

ユニバーサルデザイン教科書

ユニバーサルデザインとは何か

ユニバーサルデザイン入門

ユニバーサルデザインを活かしたエレベー

ターガイドライン調査研究報告書

国土交通省総合制作局交通

消費者行政課：監

交通エコロジー・モビリティ財団：編

熊本県

古瀬敏

田中直人・保志場国夫：著

田中直人・岩田三千子：著

津田美知子

吉川勝秀

（財）地域活性化センター

国土交通省

滋賀県

古瀬敏：編

国土交通省都市交通調査室：監

秋山哲男：編著

（社）日本造園学会：編

滋賀県

大田猛彦：監

森林総合利用施設におけるユニバーサル

デザイン手法のガイドライン作成委員会：

編

川内美彦

中川聰：監

古瀬敏：編

静岡県：編

しずおかユニバーサルデザイン専門委員：著

（社）日本産業機械工学会

大成出版社

オーム社

彰国社

学芸出版社

都市文化社

理工図書

（財）地域活性化セ

ンター

都市文化社

学芸出版社

学芸出版社

日本林業調査会

学芸出版社

日経ＢＰ社

都市文化社

ぎょうせい

（参考書籍一覧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０音順）　

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

図書名 著者 出版社



ユニバーサルデザイン建築ガイドラインの策定に際して

　高齢者や障害者のみならず、すべての人を考慮した建築デザインは、従来のバ
リアフリーだけでは実現できない。すなわち、バリアフリーそのものを高度化し、
水準を上げていくことが求められる。そのためには、これまでの建築空間につい
て、利用者からの評価が必要である。より多くの評価を重ねることで、より多くの
人にやさしい建築空間の実現に向けた手がかりを得ることができる。また、デザ
インそのものを一定の基準として示された内容だけで展開することには限界が
ある。基準はあくまで必要最小限の目安であって、最高目標ではない。ユニバーサ
ルデザインは、理想的にはすべての人をターゲットにしたデザインであるが、実
際にはすべての人の要求を満たすために、ひとつの解決方法を導くのは困難であ
る。しかし、これまでのデザインよりは少しでも多くの人を考慮したデザインは
可能である。そこにはより多くの利用者が要求する空間性能を把握するシステム
が必要である。
　このガイドラインは、より多くの県民にとって少しでも使いやすく、やさしい
建築空間を提供したいという願いを込めて策定されたものであるが、絶対的基準
ではない。すなわち「このとおりすれば後は何もすることはない」というものでは
ないのである。機械的に適用されるものではなく、個々の場面において、本来、施
設関係者や建築家が建物を利用するさまざまな人々のことを当然として思い描
くときに、やさしい気配りに至るヒントや手がかりを示そうとしたものである。
その意味ですべての点でモデルとはいえないが、身近な県内の事例を中心に、そ
の評価着目されるべき点を紹介し、具体的な解決への糸口を示そうとしている。
何分にも多くの関係者の意見を頂きながらも、まだまだ不十分な箇所もあるかも
知れないが、今後のユニバーサルデザインの展開、浸透によって、さらに優れた事
例が多く現出し、これらの事例を超えて、新たなユニバーサルデザインのベクト
ルが示されるよう、このガイドラインをみんなの手で育てていかなければならな
いと考える。ユニバーサルデザインは決してひとつの答えが最初から存在するの
ではなく、たゆまず時代や社会の進展とともに、私達のノーマライゼーションの
実現に向けて前進していくべきものである。したがって、結果だけではなく、その
デザインを生み出していくプロセスや結果に対して、謙虚に評価検証していくこ
とも重要な作業である。このようなユニバーサルデザインの考え方を実現する場
としての建築空間の役割や影響も大きい。このガイドラインの策定をきっかけと
して、一つひとつのチャレンジがより多くの人の参加や参画のもとで大きく育
ち、この熊本の地から世界に発信していくことを期待したい。

　　　　公共的建築ユニバーサルデザイン策定委員会座長　田中　直人




